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1. 第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第十条第四号及びそ

の解釈 

第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 

(廃棄物埋設地) 

第十条 廃棄物埋設地は、次の各号に掲げる要件を満たすものでなければならない。 

四 廃止措置の開始までに廃棄物埋設地の保全に関する措置を必要としない状態に移行す

る見通しがあるものであること。 

 

第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈 

第 10 条(廃棄物埋設地) 

第 6 項 

第 4 号に規定する「廃棄物埋設地の保全に関する措置を必要としない状態に移行する見

通しがあるもの」とは、設計時点における知見に基づき、廃棄物埋設施設の基本設計につ

いて、廃止措置の開始後における埋設した放射性廃棄物に起因して発生することが想定さ

れる放射性物質が公衆に及ぼす影響が、以下に掲げる各シナリオに基づく評価の結果、そ

れぞれの基準を満たすよう設計されていることをいう。 

これらの評価は、廃棄物埋設施設の敷地及びその周辺に係る過去の記録や、現地調査等

の最新の科学的・技術的知見に基づき、人工バリア及び天然バリア(埋設された放射性廃棄

物又は人工バリアの周囲に存在し、埋設された放射性廃棄物から漏出してきた放射性物質

の生活環境への移行の抑制を行う岩盤又は地盤等をいう。以下同じ。)の状態の変化、被ば

くに至る経路等に影響を与える自然現象及び土地利用による人間活動を考慮した上で行う

こと。なお、廃止措置の開始後において評価の対象とする期間は、シナリオごとに公衆が

受ける線量として評価した値の最大値が出現するまでの期間とする。 

一 自然事象シナリオ 

自然現象による放射性物質の廃棄物埋設地からの漏えい、天然バリア中の移行、河川等

への移行及び一般的な土地利用(廃棄物埋設地の掘削を伴うものを除く。)を考慮したシナ

リオを対象として、以下のとおりであること。この際、同一の事業所内に複数の廃棄物埋

設施設の設置が予定される場合は、これらの重畳を考慮すること。 

イ 科学的に合理的と考えられる範囲の人工バリアと天然バリアの状態及び被ばくに至

る経路の組み合わせのうち最も厳しいシナリオであっても、評価される公衆の受ける

線量が、300 マイクロシーベルト/年を超えないこと。 

ロ 科学的に合理的と考えられる範囲の人工バリアや天然バリアの状態及び被ばくに至

る経路の組み合わせのうち、最も可能性が高いと考えられるパラメータを設定し、評

価される公衆の受ける線量が、10 マイクロシーベルト/年を超えないこと。 

二 人為事象シナリオ 

廃棄物埋設地の掘削による放射性物質の廃棄物埋設地からの漏えい、天然バリア中の移

行及び当該掘削後の土地利用を考慮したシナリオに基づき、評価される公衆の受ける線量

が、ピット処分にあっては 1 ミリシーベルト/年を超えないこと。 
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2. 評価対象設備 

許可基準規則第十条第四号の対象設備は、廃棄物埋設地に設置する埋設設備及び覆土とし、

第 1 表に示す安全機能のうち廃止措置の開始後の移行抑制機能*1を対象に公衆の受ける線量

を評価する。 

*1：本資料では、放射性物質の漏出を低減する機能及び生活環境への移行を抑制する機能を

「移行抑制機能」という。 

 

第 1 表 ピット処分における安全機能 

安全機能 

廃止措置の開始前 

廃止措置の開始後 
放射性廃棄物の受入れの

開始から覆土完了まで 

覆土完了から 

廃止措置の開始まで 

放射性物質の 

漏出の防止機能 
○ － － 

移行抑制機能 － ○ △ 

遮蔽機能 ○ ○ △ 

○：安全機能を維持する 

△：必要な安全機能を期待できるように設計する 

－：考慮しない 

 

3. 許可基準規則への適合のための評価方針 

廃棄物埋設地が廃止措置の開始後、廃棄物埋設地の保全に関する措置を必要としない状態

に移行する見通しがある設計であることを公衆の受ける線量を評価することにより確認す

る。「廃棄物埋設地の保全に関する措置を必要としない状態に移行する見通しがある」とは、

科学的に合理的と考えられる範囲の人工バリアや天然バリアの状態及び被ばくに至る経路

の組合せのうち、最も可能性が高いと考えられるパラメータを設定した自然事象シナリオ

(以下「確からしい自然事象シナリオ」という。)で評価される公衆の受ける線量が 10μSv/y

を超えないこと、科学的に合理的と考えられる範囲の人工バリアや天然バリアの状態及び被

ばくに至る経路の組合せのうち、最も厳しいパラメータを設定した自然事象シナリオ(以下

「厳しい自然事象シナリオ」という。)で評価される公衆の受ける線量が 300μSv/y を超え

ないこと並びに人為事象シナリオの公衆の受ける線量が 1mSv/y を超えないこととする。 
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4. 許可基準規則への適合性説明 

許可基準規則第十条第四号 廃棄物埋設地(廃止措置の開始後の評価)に対する適合性に

ついて確認した結果を以下にまとめる。 

(1) 評価方法 

公衆の受ける線量の評価は、「許可基準規則」及び「第二種廃棄物埋設施設の位置、構

造及び設備の基準に関する規則の解釈」(以下「許可基準規則解釈」という。)に基づいて

行う。検討フローを第 1 図に示す。 

 

 

第 1 図 検討フロー 
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(2) 廃止措置の開始後の評価 

廃棄物埋設地の保全に関する措置を必要としない状態へ移行できる見通しを得るため、

廃止措置の開始後において、埋設する廃棄体に起因して発生すると想定される公衆の受け

る線量が、確からしい自然事象シナリオにおいて 10μSv/y を超えないこと、厳しい自然

事象シナリオにおいて 300μSv/y を超えないこと及び人為事象シナリオにおいて 1mSv/y

を超えないことを評価する。 

評価の対象とする期間は、評価する線量の最大値が出現する時期を含む期間とし、主要

な放射性物質のうち半減期の長い放射性物質の放射能量及び放射能濃度が十分に小さい

ことを考慮し、1 万年程度までを目安とする。 

評価に当たっては、廃棄物埋設地の敷地及びその周辺に係る過去の記録や現地調査結果

等の最新の科学的・技術的知見に基づき、人工バリア及び天然バリアの状態変化、被ばく

経路等に影響を与える自然現象及び土地利用による人間活動を考慮し、人工バリア及び天

然バリアの機能の状態の変化に関する要素を体系的に収集・分析し、網羅的・包括的に評

価すべきシナリオを設定する。 

確からしい自然事象シナリオは、科学的に合理的と考えられる範囲の人工バリアや天然

バリアの状態及び被ばくに至る経路の組合せのうち、最も可能性が高いと考えられるパラ

メータを用いて評価する。ただし、最も可能性が高いと考えられる状態の設定が困難であ

る場合又は様々な不確かさを考慮したとしても線量への影響が小さいと考えられる場合

は、不確かさを考慮して保守的な状態を設定する。また、本シナリオで考慮する生活様式

は、ICRP Pub. 81(1)及び ICRP Pub. 101(2)の考え方を参考に合理性、持続可能性及び均一

性のある一般的な人間活動を対象に設定する。ただし、最も可能性が高いと考えられる状

態の設定が困難である場合又は様々な不確かさを考慮したとしても線量への影響が小さ

いと考えられる場合は、不確かさを考慮して保守的な状態を設定する。 

厳しい自然事象シナリオは、科学的に合理的と考えられる範囲の人工バリアや天然バリ

アの状態及び被ばくに至る経路の組合せのうち、最も厳しいパラメータを用いて評価する。

厳しい自然事象シナリオで考慮する生活様式は、確からしい自然事象シナリオと同様に一

般的な人間活動を対象に設定する。 

人為事象シナリオは、廃棄物埋設地の掘削による放射性物質の廃棄物埋設地からの漏え

い、天然バリア中の移行及び当該掘削後の土地利用を考慮して評価する。人為事象シナリ

オでは、廃棄物埋設地からの放射性物質の移行を考慮せず、廃棄物埋設地に放射性物質が
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残留することを想定しているため、確からしい設定及び厳しい設定に基づく線量評価パラ

メータは用いていない。人間活動である地下数階を有する建物の建設作業に関しては、わ

が国で想定される建物を考慮して、線量評価パラメータを設定する。本シナリオでは、敷

地及びその周辺の社会環境を十分に勘案し、人為事象として一般的に生じるとは考えられ

ない人間活動を対象に設定する。ただし、敷地周辺の自然環境及び社会環境を考慮した際

に、発生の可能性が無視し得るほど小さい人間活動は対象としない。 

確からしい自然事象シナリオ、厳しい自然事象シナリオ及び人為事象シナリオで考慮す

る様々な線量評価シナリオについて、計算するまでもなく明らかに線量が小さいもの、他

の線量評価シナリオに比べて明らかに線量が小さいもの及び類似した他の線量評価シナ

リオで代表されるものを除外し、代表となる線量評価シナリオを設定する。 

これらにより、各線量評価シナリオを表現する線量評価モデル及び状態設定に応じた線

量評価パラメータを設定して線量を評価する。 

(ⅰ) 状態設定 

線量評価シナリオの設定に当たって、人工バリア及び天然バリアの機能並びに被ばく

経路等に影響を与える自然現象及び土地利用による人間活動を考慮した上で、「地質環

境に係る長期変動事象」、「生活環境」及び「廃棄物埋設地」のそれぞれについて、確

からしい状態及び厳しい状態を設定(以下「状態設定」という。)する。状態設定を行う

期間は、主要な放射性物質の半減期、放射能量及び放射能濃度を踏まえ 1,000 年程度ま

での期間とする。また、廃棄物埋設地及びその周辺の状態変化は緩慢であり、1,000 年

から 10,000 年の期間において、侵食等の自然現象によって廃棄物埋設地に著しい状態

変化が生じることは想定されないことから、以降は 1,000 年後と同じ状態が継続するも

のと設定する。 

a. 地質環境に係る長期変動事象(詳細は補足説明資料 1「2. 地質環境に係る長期変

動事象の考え方」、「地質環境に係る長期変動事象 3. 状態設定」参照) 

埋設設備を設置する地下の環境は、自然現象の影響を受け難いことから、地上に比

べ比較的安定である。 

しかし、長期的な観点でみると、プレート運動及び気候変動によって、廃棄物埋設

地を取り巻く地質環境は有意に変化することが予測される。 

この地質環境に係る長期変動事象について、「プレート運動に起因する事象」、「気

候変動に起因する事象」及び「プレート運動と気候変動の両者に起因する事象」に区
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分する(3)。区分した各事象については、プレート運動や気候変動が過去から現在まで

の変動傾向とその要因が今後も継続するとみなし、それらを外挿して状態設定を行う。

状態設定のうち、最も可能性が高いと考えられる状態を確からしい設定とする。 
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(a) プレート運動に起因する事象 

日本周辺には、大陸プレートであるユーラシアプレート及び北米プレート並びに

海洋プレートであるフィリピン海プレート及び太平洋プレートがあり、大陸プレー

トの下に海洋プレートが沈み込んでいる。敷地の位置する東北日本弧は北米プレー

トに位置し、東側から太平洋プレートが沈み込むことで、おおむね東西方向の圧縮

の力が生じている。 

将来の日本列島周辺のプレート運動についても、今後数十万年から数百万年程度

継続すると考えられる(3)(4)(5)(6)。したがって、状態設定においては、現在のプレー

ト運動が継続するものとして設定する。 

プレート運動に起因する事象には、「火山・火成活動」、「地震・断層活動」及び

「隆起・沈降運動」があげられる。 

(一) 火山・火成活動 

火山・火成活動によって、直接的に廃棄物埋設地が損傷すること、また、敷地

周辺が高温になることによって地下水流動場が変化することが想定されること

から、火山・火成活動による状態設定を行う。覆土完了までの間において、廃棄

物埋設地に影響を及ぼす可能性がある火山・火成活動は降下火砕物だけであるが、

長期変動事象としては、降下火砕物に加えて、火砕物密度流についても検討する。 

(ｱ) 降下火砕物 

覆土完了後については、降下火砕物が堆積することにより、降下火砕物に含

まれる成分によって地下水の水質変化が生じることが想定されるため、化学的

影響について考慮する。 

(ｲ) 火砕物密度流 

数百年から数千年スケールには、敷地に到達する可能性は十分に小さいため

(7)、火砕物密度流の熱的影響及び化学的影響は長期変動事象として考慮する必

要はない。 

(二) 地震・断層活動 

地震・断層活動については、現在のプレート運動が継続するとされていること

から、将来も同様の場所で繰返し発生すると想定する。 
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(ｱ) 地震 

補足説明資料 1「3. (1) (ⅱ) a. 地震」のうち「敷地周辺の被害地震の震

央分布」及び「敷地周辺の被害地震のマグニチュード-震央距離」から、敷地

付近は、M6 を超える地震の発生はなく、震度 5 強を超える地震の発生もない

地域である。 

覆土(難透水性覆土及び下部覆土)に力学的な変形が生じることによって、

低透水性に影響が生じるおそれがあるため、廃棄物埋設地の状態設定におい

て影響を評価する。 

敷地内における観測孔において、震度 4 程度の地震時における地下水位の

変動が確認されている(第 2 図参照)。観測結果によると、震度 4 程度の地震

において地下水位の変動は小さく、季節変動に内包される程度であった。し

たがって、地震活動による水理的影響は小さく、一時的なものであることか

ら、長期変動事象として考慮しない。 

 

 

 

第 2 図 地下水位観測結果(F0-20 孔) 
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(ｲ) 断層活動(地盤の変形) 

断層活動に伴う地盤の変位及び変形により廃棄物埋設地が直接破壊され

ることが想定される。 

空中写真判読結果及び地質調査から、活断層は廃棄物埋設地付近には分布

しておらず、最も近い活断層は、敷地近傍の六ヶ所村出戸付近に分布する出

戸西方断層である。出戸西方断層は、西傾斜の逆断層であり、その長さを約

11km と評価している。しかし、敷地には、出戸西方断層に起因する変動地形

及びリニアメント並びに出戸西方断層に関連した地質構造は確認されてい

ない。したがって、今後も地盤の変位及び変形により廃棄物埋設地が直接破

壊される可能性は十分低い。 

出戸西方断層以外の活断層については、廃棄物埋設地から更に離れており、

断層活動があったとしても、廃棄物埋設地には力学的影響は及ばない。 

以上より、今後も地盤の変位及び変形により廃棄物埋設地が直接破壊され

る可能性は十分低いため、断層活動による廃棄物埋設地への影響については、

考慮する必要はない。 

(ｳ) 液状化(覆土) 

覆土(難透水性覆土及び下部覆土)が液状化することによって、低透水性に影

響が生じるおそれがあるため、廃棄物埋設地の状態設定において影響を評価す

る。  
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(三) 隆起・沈降運動 

隆起・沈降運動は廃棄物埋設地を直接損傷させることはないが、地形勾配の変

化や侵食基準面から廃棄物埋設地までの比高の変化に伴い侵食・堆積環境が変化

する。侵食・堆積環境の変化により、地下水流動に影響すること、また、埋設設

備が地表に接近する可能性があることから、隆起・沈降運動を長期変動事象とし

て考慮し、隆起・沈降運動の速度を設定する。 

敷地の位置する下北半島付近には、過去約 70 万年間に形成された海成段丘が

分布することから、敷地及びその周辺は、少なくとも同期間において大局的には

隆起域と考えられる。小池・町田(2001)(8)から、下北半島周辺の海成段丘面の形

成年代と旧汀線高度及び相対海水準等を考慮した隆起量について整理したもの

を第 3 図に示す。下北半島周辺の過去約 70 万年間の平均隆起速度は、2.0m/万年

～4.5m/万年である。 

以上より、敷地周辺の海成段丘に基づき求めた平均隆起速度である 3.5m/万年

を確からしい設定とする。また、下北半島周辺の隆起速度のばらつきを考慮し、

隆起速度が最も大きい 4.5m/万年を厳しい設定とする。  
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注 1：段丘面の形成年代及び隆起量は、小池・町田(2001)(8)に基づき作成。 

第 3 図 下北半島の海成段丘面の形成年代と隆起量の関係 
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(b) 気候変動に起因する事象 

気候変動は、数十万年前から現在まで約 8 万年周期から約 12 万年周期で氷期と

間氷期を繰り返している(9)ことから、大局的には将来もこの周期の気候変動を繰り

返すと考えられる。過去の気候変動の傾向から、今後氷期へ向かうと考えられるこ

とから(10)(11)、将来は寒冷化すると予測される。 

一方で、人間活動に伴う温室効果ガス排出により、温暖化が進行する可能性があ

るとする報告(9)や、現在の温室効果ガス濃度を基準として、炭素循環のメカニズム

を仮定した気候シミュレーションにより、将来 5 万年程度は温暖期が継続する可能

性があるとする報告もある(12)。 

以上のことから、気候変動に起因する事象に係る長期変動事象の状態設定につい

ては、過去の気候変動と同様に現在から寒冷化に向かう場合(以下「寒冷化ケース」

という。)と、温暖期が数万年程度継続する場合(以下「温暖期継続ケース」という。)

の 2 ケースに大別し、これらの 2 ケースについて、それぞれ「気温・降水量変化」

及び「海水準変動」の長期変動事象として考慮する(3)。 

(一) 気温・降水量変化 

気温・降水量変化は廃棄物埋設地を直接損傷させることはないが、気温・降水

量の変化により表層での水収支の変化に伴って地下水流動及び表流水流動が変

化することが想定される。これらのことから、気温変化及び降水量変化を長期変

動事象として考慮し、将来の気温及び降水量を設定する。 

(ｱ) 気温変化 

将来の気温変化については、花粉化石及び南極氷床コアの水素同位体比を用

いた過去の気温の推定に関する知見(9)及び人間活動による温室効果ガス濃度

を考慮した気温変動予測結果に基づいて設定する。 

花粉化石は、Yamanaka et al.(1990)(13)で取得されている下北半島の北部の

尻屋崎湿原における最終氷期最盛期頃の花粉化石群集データ及び敷地近傍の

尾駮沼の沖積層堆積物における過去約 1 万年間の花粉化石群集データを用い

た。 

花粉化石を用いた過去の気温の推定方法は、松末ほか(2000)(14)の手法及び

Nakagawa et al.(2002)(15)の手法を用いた。 
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① 寒冷化ケースにおける気温設定 

寒冷化ケースにおいては、氷期最盛期の年平均気温から求めた気温変動

割合を用いて将来の気温を設定する。 

松末ほか(2000)(14)及び Nakagawa et al.(2002)(15)の手法により下北半島

付近の最終氷期最盛期の年平均気温を推定すると、それぞれ約-2.2℃と約

3.7℃であった(第 4 図参照)。このことから、将来の寒冷化ケースの年平均

気温の確からしい設定は、両手法の平均的な値から 0℃とする。 

また、将来の氷期最盛期の年平均気温の厳しい設定は、松末ほか(2000)(14)

における現在と過去の氷河期の気温差の最大値が 13℃であったことから、

敷地周辺における 1975 年～2015 年の年平均気温の最低値である 8℃から

13℃を低下させた-5℃となるが、降水量の不確かさを考慮した方が希釈水

量は少なくなるため、気温の不確かさを考慮せず、確からしい設定の気温で

ある 0℃と設定する。 

氷期最盛期に至るまでの気温変化については、過去約 45 万年間の連続的

なデータが取得されている南極氷床コアの水素同位体比(9)に基づいて整理

された年平均気温の変化量の変動グラフを用いて設定する。 

確からしい設定における将来の気温の変動曲線を第 5 図に、厳しい設定

における将来の気温の変動曲線を第 6 図にそれぞれ示す。同図から、確から

しい設定時は約 8 万年後に氷期最盛期になると想定し、厳しい設定時は約 6

万年後の氷期最盛期になると想定する。 

② 温暖期継続ケースにおける気温設定 

温暖期継続ケースにおいては、温暖期における最高気温のみ設定し、その

気温が現在から継続すると想定する。 

尾駮沼の沖積層堆積物から過去約 1 万年間の花粉化石群集データを取得

し、そのデータを用いて松末ほか(2000)(14)の手法及び Nakagawa et 

al.(2002)(15)の手法により敷地周辺のヒプシサーマル期の年平均気温を推

定すると、それぞれ約 12.2℃と約 10.4℃であった(第 4 図参照)。 

一方、人間活動による温室効果ガス濃度を考慮したシミュレーション結

果によれば、2090 年～2099 年には世界平均で現在より 0.3℃～6.4℃上昇す

る可能性が指摘されている(15)。過去 30 年間の敷地周辺の年平均気温である
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9℃にシミュレーション結果の平均的な上昇値である 3℃を加えた 12℃を確

からしい設定とする。この値は、花粉化石群集データより推定した 12.2℃

と整合している。 

また、厳しい設定においては、過去 30 年間の敷地周辺の年平均気温であ

る9℃にシミュレーション結果のほぼ最大上昇値である約6℃を加えた15℃

となるが、降水量の不確かさを考慮した方が希釈水量は少なくなるため、気

温の不確かさを考慮せず、厳しい設定には確からしい設定の気温である

12℃と設定する。 

 

 

第 4 図 花粉分析による過去 26,000 年間の気温変動  
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注 1：気温変動曲線は EPICA(2004)

(9)
に示される氷床コアの酸素・水素同位体比の知見から、 

過去 4 回の変動周期の間氷期最盛期を 6,500 年前として重ね合わせた。 

 

第 5 図 将来の気温の変動曲線(寒冷化ケース・確からしい設定) 

 

 
注 1：気温変動曲線は EPICA(2004)

(9)
に示される氷床コアの酸素・水素同位体比の知見から、 

過去 4 回の変動周期の間氷期最盛期を 6,500 年前として重ね合わせた。 

 

第 6 図 将来の気温の変動曲線(寒冷化ケース・厳しい設定)  
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(ｲ) 降水量変化 

気温と降水量との関係には、正の相関がある(16)。また、地形や海流等の気候

因子も降水量と相関がある。そこで、将来の降水量の設定に当たっては、敷地

周辺と気候因子が類似する地点の気温と降水量の関係に基づき、将来の気温に

対応する降水量を設定する。将来の気温は、「(ｱ) 気温変化」で設定した気温

を用いる。 

敷地周辺と気候因子が類似する地点の現在の気温と降水量の関係を求める。

気候因子が類似する地点の判断に使用した項目は以下のとおりである。 

① 北半球の太平洋側西部に位置すること。 

② アリソフの気候区分が亜極帯～寒帯であること。 

③ 沿岸海流が寒流であること。 

④ 陸度(半径 50km 円内の陸域の占める割合)が 1/10～9/10 であること。 

⑤ 開放度(半径 15km 円内で対象地点より標高が 200m 以上高い範囲を除く角

度)が 240°～360°であること。 

上記条件で抽出された地点のうち、過去 30 年以上の気象データの存在する

36 地点の年平均気温と年降水量を整理した(第 2 表参照)。 

36 地点の気温と降水量の関係(第 7 図参照)を指数回帰式で表し、確からし

い設定においてはこの指数回帰式を用いて降水量を設定する(第 3 表参照)。

また、厳しい設定については気温と降水量の関係のばらつきを考慮して降水量

を設定する(第 3 表参照)。 
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第 2 表 敷地周辺と類似する気候因子をもつ地点の気温と降水量 

No. 地点名 国名 年平均気温(℃) 年降水量(mm/y) 

1 OKHOTSK RUSSIAN FED. -3.7   475 

2 VLADIVOSTOK RUSSIAN FED.  5.0   837 

3 ALEKSANDROVSK-SAKHALINSKII RUSSIAN FED.  1.0   651 

4 
NIKOL’SKOJE 

(OSTROV BERINGA) RUSSIAN FED.  2.8   693 

5 稚内 JAPAN  6.8 1,063 

6 網走 JAPAN  6.5   788 

7 別海 JAPAN  5.4 1,135 

8 根室 JAPAN  6.3 1,021 

9 厚床 JAPAN  5.3 1,154 

10 榊町 JAPAN  5.4 1,011 

11 太田 JAPAN  5.5 1,170 

12 白糠 JAPAN  5.5 1,090 

13 釧路 JAPAN  6.2 1,043 

14 池田 JAPAN  5.8   870 

15 浦幌 JAPAN  6.2   976 

16 糠内 JAPAN  5.0 1,026 

17 大津 JAPAN  5.3 1,090 

18 大樹 JAPAN  5.4 1,150 

19 苫小牧 JAPAN  7.6 1,198 

20 鵡川 JAPAN  6.8   989 

21 室蘭 JAPAN  8.6 1,185 

22 日高門別 JAPAN  7.2   956 

23 静内 JAPAN  8.0 1,032 

24 浦河 JAPAN  7.9 1,072 

25 小田野沢 JAPAN  9.1 1,281 

26 三沢 JAPAN 10.0 1,056 

27 十和田 JAPAN  9.5   983 

28 八戸 JAPAN 10.2 1,025 

29 三戸 JAPAN 10.0 1,084 

30 種市 JAPAN  9.4 1,198 

31 鹿島台 JAPAN 11.2 1,138 

32 石巻 JAPAN 11.6 1,067 

33 仙台 JAPAN 12.4 1,254 

34 亘理 JAPAN 12.2 1,274 

35 相馬 JAPAN 12.3 1,373 

36 六ヶ所 JAPAN  9.2 1,301 

注 1：気温及び年降水量は気象庁の発表(17)(18)に基づき作成。 
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注 1：36 地点の年降水量及び年平均気温は、気象庁のデータ(17)(18)を使用した。 

 

第 7 図 敷地周辺と類似した気候因子を持つ 36 地点の年平均気温と年間降水量の関係 
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(二) 海水準変動 

海水準変動は廃棄物埋設地を直接損傷させることはないが、海水準変動が生じ

ると、敷地及びその周辺における河川、湖沼及び海の分布域が変化し、将来の人

の生活環境及び生活様式に影響を及ぼすことが想定される。また、海水準変動及

びそれに伴う地形変化並びに地下水位及び地表水流動の変化が想定されるため、

海水準変動を長期変動事象として考慮し、寒冷化ケース及び温暖期継続ケースに

おける海水準の変動時期及び変動量を設定する。 

(ｱ) 寒冷化ケースにおける海水準の設定 

世界的な海水準変動は、気候変動に伴う大陸氷床の拡大・縮小に伴って生じ

る現象と考えられており、過去の海水準変動は気候変動と同様に、約 8 万年周

期から約 12 万年周期で低海水準期と高海水準期を繰り返している(19)。 

したがって、海水準変動の長期変動状態の設定のうち、寒冷化ケースにおけ

る将来の氷期最盛期に至るまでの海水準変動は、気温変動と同様に、過去約 45

万年間の低海水準期と高海水準期の変動幅(19)を考慮して設定する。第 8 図に

将来の海水準の変動曲線(確からしい設定)、第 9 図に将来の海水準の変動曲

線(厳しい設定)を示す。  
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注 1：海水準変動曲線は Labeyrie et al(2003)

(19)
に示される酸素同位体比による海水準の知見から、 

過去 4 回の変動周期の間氷期最盛期を 6,500 年前として重ね合わせた。 

 

第 8 図 将来の海水準の変動曲線(確からしい設定) 
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過去 4 回の変動周期の間氷期最盛期を 6,500 年前として重ね合わせた。 

 

第 9 図 将来の海水準の変動曲線(厳しい設定) 
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(ｲ) 温暖期継続ケースにおける海水準の設定 

過去 300 万年間の温暖期における海面水位は、世界平均で現在より 5m 上回

っており、最終間氷期(約 12.9 万年前～約 11.6 万年前)の数千年にわたって

は、現在より海面水位が 5m より高く、10m 以上は高くなかったという報告が

ある(21)。この結果を参考に、温暖期継続ケースにおける海水準変動は、不確実

性を考慮して現在の海水準より 10m 海水準が上昇し、継続すると設定する。 

なお、温暖期継続ケースにおける海水準の設定に当たっては、確からしい設

定において不確実性を考慮していることから、確からしい設定と厳しい設定は

同様の設定値とする。海水準変動の状態設定結果を第 4 表に示す。 

 

第 4 表 海水準変動の設定値 

ケース モデル化時期 海水準(現在比：m) 

確からしい設定 現在*1～1,000 年後 10 

厳しい設定 現在*1～1,000 年後 10 

*1:覆土完了時期までを表す(以降、同様)  
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(c) プレート運動と気候変動の両者に起因する事象 

プレート運動と気候変動の両者に起因する事象は、「地形変化」、「地下水流動」

及び「表流水流動」を対象とする(3)。気候変動に起因する事象に係る長期変動事象

の状態設定と同様に、寒冷化ケースと温暖期継続ケースの 2 ケースについて、それ

ぞれ「地形変化」、「地下水流動」及び「表流水流動」の長期変動事象として考慮す

る。 

(一) 地形変化 

「(a) プレート運動に起因する事象 (三) 隆起・沈降運動」及び「(b) 気候変

動に起因する事象 (二) 海水準変動」に伴い、侵食作用が継続することによる廃

棄物埋設地の侵食に伴う埋設設備の地表接近及び露呈並びに放射性物質を含ん

だ土砂の下流域への堆積が想定される。そのため、地形変化を長期変動事象とし

て考慮し、侵食速度を設定する。 

侵食は、沿岸部における沿岸流と波浪等による侵食(以下「海食」という。)と、

河川及び沢部における表流水による侵食(以下「河食」という。)が想定される。 

敷地東方の沿岸部汀線付近では海食が生じているが、廃棄物埋設地は現在の汀

線から内陸に約 3km 離れており、十分な離隔がある。仮に温暖期の海進により尾

駮沼が内湾となっても、海食による影響は生じないものと考えられる。 

敷地及び敷地近傍の沢部においては第四紀層及び基盤である鷹架層が削剥さ

れており、河食が生じていると考えられる。廃棄物埋設地付近は二又川の流域で

あることから、二又川及び敷地から二又川に流れ込む沢による河食を考慮する。 

なお、敷地及び敷地近傍における台地と河川及び沢との位置関係等の大局的な

地形状況は、数万年程度の将来において大きく変化することはなく、流域ごとの

沢の縦断勾配及び横断形状を保って河食が進むと想定する。 

隆起量を考慮した海水準(以下「相対海水準」という。)の低下に伴い、尾駮沼

が河川化すると設定する(第 10 図及び第 11 図参照)。  
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注 1：尾駮沼底の標高は、国土地理院発行 2 万 5 千分の 1 地形図「戸鎖」を参照。 

第 10 図 寒冷化ケースにおける尾駮沼の河川化時期の予測 

(確からしい設定・厳しい設定)  
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注 1：尾駮沼底の標高は、国土地理院発行 2 万 5 千分の 1 地形図「戸鎖」を参照。 

第 11 図 温暖期継続ケースにおける尾駮沼の河川化時期の予測 

(確からしい設定・厳しい設定) 
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(ｱ) 侵食速度 

寒冷化ケースでは、沖積層の基底面の勾配を保ち、敷地の隆起に伴う相対海

水準の低下による下方への侵食(以下「下刻」という。)が生じると想定する。

したがって、寒冷化の当初は勾配の緩い下流部に堆積した沖積層の上限面から

下刻することとなり、沖積層の下刻後は河床勾配と海退量との関係から下刻量

が求められる。沖積層の下刻に数万年を要し、それまでの期間、鷹架層の下刻

は発生しない。 

温暖期継続ケースでは、現在の河床勾配を保ち、相対海水準低下に伴った下

刻が生じると設定する。ここでいう温暖期継続ケースにおける相対海水準低下

速度は、「(b) 気候変動に起因する事象 (二) 海水準変動」において、海水準

変動を現在から将来にわたり、現在の海水準より一律で 10m 上昇すると設定

したことから、「(a) プレート運動に起因する事象 (三) 隆起・沈降運動」で

設定した隆起速度相当と設定する。 

廃棄物埋設地周辺には、中央沢、南の沢、西の沢及びそれらの枝沢が分布す

る。枝沢は本流の沢に流れ込むことから、本流の沢との合流点が侵食基準面と

なる。枝沢の侵食基準面は本流が侵食されることで低下するため、本流の侵食

速度と同等の速度で枝沢も侵食される。したがって、枝沢における侵食速度は、

本流の沢の寒冷化ケース及び温暖期継続ケースの侵食速度と同じと設定する。 

(ｲ) 露呈時期 

埋設設備の露呈時期は、最も早くても数万年後(第 12 図及び第 13 図参照)

となるため、評価期間を踏まえると、埋設設備の露呈時期の状態設定について

は、考慮しないものとする。  
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第 12 図 温暖期継続ケース確からしい設定における侵食量と埋設設備の露呈時期 

 

 

第 13 図 温暖期継続ケース厳しい設定における侵食量と埋設設備の露呈時期 
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(二) 地下水流動 

地下水流動は単独事象としては廃棄物埋設地を直接損傷させることはない

が、地形変化や海水準変動による地下水流動の変化が、地下水の流動方向、地

下水の流出点、地下水流速及び埋設設備から上部覆土や鷹架層への流出水量に

影響する。 

(ｱ) 地下水の流動方向及び地下水の流出点 

補足説明資料 7「2. (1) 事業所敷地周辺の地形と水系及びかん養」に示す

とおり、敷地は北西から南東に緩く傾斜する台地からなり、地下水は主に降水

によってかん養されている。また、台地の地下水面は降雨時及び融雪時に変動

が認められるものの、主に表層に分布している第四紀層内にある。これは、鷹

架層の透水係数が廃棄物埋設地周辺の第四紀層より約 2 桁小さく、地表面か

ら浸透した雨水が容易に鷹架層に浸透できないためと考えられる。埋設設備は

鷹架層を掘り下げて設置し、難透水性覆土及び下部覆土は鷹架層の透水係数以

下となるように設置する。また、上部覆土は廃棄物埋設地周辺の第四紀層の透

水係数程度となるように設置し、原地形及び原水理地質構造に近くなることか

ら、覆土後の地下水面は、原地形と同様に廃棄物埋設地周辺の第四紀層内にあ

ると考える。したがって、廃棄物埋設地付近を通過した地下水は、補足説明資

料 7「2. (2) (ⅰ) 地下水位」のうち「地下水面標高等高線図(1986 年)」に示

す原地形の地下水面等高線図から読み取れる地下水の流動方向と同様に、主に

南に向かって流れ、中央沢を経て尾駮沼に流入すると考える。「(一) 地形変

化」に示すとおり、1,000 年後の将来の地形は現状とほぼ同様と考えられるた

め、将来においても廃棄物埋設地を通過した地下水は南に向かって流れ、中央

沢を経て尾駮沼に流入すると考える。 

(ｲ) 地下水流速 

廃棄物埋設地付近の鷹架層及び上部覆土中の地下水流速は、その位置の動水

勾配及び透水係数により設定する。 

① 動水勾配 

廃棄物埋設地付近の地下水流動は、「(ｱ) 地下水の流動方向及び地下水の

流出点」に示すとおり、覆土後 1,000 年程度までの間は、原地形の地下水流

動と同様になると想定し、間隙水圧測定実施位置を通る鉛直断面内の全水
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頭等高線図から求めた埋設設備設置地盤付近の動水勾配に基づき設定する

(第 5 表参照)。 

② 透水係数 

鷹架層及び上部覆土の透水係数は、プレート運動と気候変動の両者に起

因する事象では影響を受けない。 

(ｳ) 埋設設備から上部覆土や鷹架層への流出流量 

埋設設備から上部覆土や鷹架層への流出流量は、地下水浸透流解析により算

定する。浸透流解析には、覆土や地盤の透水係数及び境界条件として動水勾配

を用いる。動水勾配は、「① 動水勾配」に示す値とする。 

 

第 5 表 将来の動水勾配 

廃棄物埋設地 ケース モデル化時期 動水勾配設定値(%) 

3 号廃棄物 

埋設地 

確からしい設定 現在～ 

1,000 年後 

5 

厳しい設定 8 
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(三) 表流水流動 

表流水流動は廃棄物埋設地を直接損傷させることはないが、河川及び湖沼の表

流水流量の変化によって放射性物質の希釈水量が変化することが想定される。こ

れらのことから、地表水流動を長期変動事象として考慮し、河川及び湖沼の表流

水流量を設定する。また、表流水流量を設定するために、蒸発散量についても設

定する。 

(ｱ) 蒸発散量 

蒸発散量は、年平均気温を用いて可能蒸発散量として推定するソーンスウェ

イト法(22)により求める(第 6 表)。 

一方、地下水は主に降水によってかん養され、第四紀層及び鷹架層表層部の

風化部を流れ、中央沢を経て尾駮沼に流出していることから、敷地内の沢の流

域面積に降った降水量から、その沢を流れる表流水流量を差し引いたものが、

蒸発散量に相当する。降水量及び敷地内の表流水流量の観測結果(第 14 図参

照)に基づく河川流出高を用いて求めた実蒸発散量を第 6 表に示す。実蒸発散

量の平均に対する可能蒸発散量の平均の比率は 0.95 である。 

将来の蒸発散量は、「(b) 気候変動に起因する事象 (一) 気温・降水量変化」

に示す敷地周辺と気候因子が類似した 36 地点の年平均気温から可能蒸発散量

を算出し、実蒸発散量と可能蒸発散量の比 0.95 を用いて、36 地点の年平均気

温と蒸発散量の関係を得た(第 15 図参照)。この関係から設定した将来の蒸発

散量を第 3 表に示す。 

(ｲ) 表流水流量 

廃棄物埋設地を通過した地下水中の放射性物質濃度は、その地下水が地表に

流出した地点で、そこを流れる河川や湖沼の表流水によって希釈される。廃棄

物埋設地は二又川の流域にあり、後述する「b. 生活環境の状態設定 (b) (一) 

水利用」に示すとおり、希釈水量となる表流水流量は二又川の河川流量に相当

する。 

河川流量は、降水量から蒸発散量を差し引いた河川流出高に流域面積を乗じ

て求める。表流水流量の確からしい設定及び厳しい設定の値を第 3 表に示す。 

ここで設定した表流水流量は、後述の「(ⅳ) 線量評価パラメータ」では「尾

駮沼又は河川の交換水量」として扱う。 
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第 6 表 ソーンスウェイト法により求めた可能蒸発散量と観測から求められた 

実蒸発散量(2004 年～2011 年) 

観測年 
気温 
(℃) 

年降水量 
(mm/y) 

①可能蒸発散量 
[ソーンスウェイ

ト法] 
(mm/y) 

河川流出高 
(mm/y) 

②実蒸発散量 
[水収支式] 
(mm/y) 

補正係数 
②÷① 

2004 年 10.1 1,546 640 784 762 1.19 

2005 年 8.7 1,468 601 930 538 0.89 

2006 年 8.9 1,380 603 843 537 0.89 

2007 年 9.8 1,565 624 884 681 1.09 

2008 年 9.4 1,198 620 706 492 0.79 

2009 年 9.4 1,507 614 869 638 1.04 

2010 年 9.8 1,437 637 999 438 0.69 

2011 年 9.4 1,366 624 724 642 1.03 

平均 9.4 1,433 620 842 591 0.95 

注 1：気温及び年降水量は気象庁の発表(17)(18)に基づき作成。 

 

 

第 14 図 敷地内の表流水流量の観測結果(2004 年～2011 年)  
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注 1：36 地点の年平均気温は、気象庁のデータ(17)(18)を使用した。 

第 15 図 敷地周辺と類似した気候因子を持つ 36 地点の年平均気温と 

蒸発散量の関係 
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(d) その他の事象 

(一) 生物学的事象 

敷地内における樹木の根に関する調査結果から、樹木の根の深さは最大で

2.3m である。 

モグラ類による覆土の擾乱が想定されるが、地表から 1m 未満である場合が多

く(23)、樹木の根の影響範囲に包含される。 

以上より、廃棄物埋設地には十分な厚さの覆土を設置することから、生物学的

事象による影響はなく、長期変動事象として考慮しない。 

(二) 透水性の変化 

岩盤の透水性は、「(a) プレート運動に起因する事象 (二) 地震・断層活動」

に示すように大きく変化しないと判断し、長期変動事象として考慮しない。 
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b. 生活環境の状態設定(詳細は補足説明資料 2 参照) 

廃止措置の開始後における将来の敷地周辺の生活環境の状態を設定する。 

生活環境とは、人間を含む生物が生息する領域のうち、評価対象地点周辺で一般的

な水の利用と土地の利用が想定される範囲及びその状況を意味する。 

生活環境の状態と敷地周辺の社会環境から被ばくが生じると考えられる人間活動

に基づいて被ばく経路を設定する。さらに、被ばく経路の重畳を考慮して最大の被ば

くを受けると合理的に想定される個人(以下「評価対象個人」という。)を設定する。 

廃止措置の開始後の将来における敷地周辺で活動する人間の生活環境は、自然環境

の変化による影響を受けることが考えられるため、その前提として、「a. 地質環境に

係る長期変動事象」に基づいた、気温・降水量及び地形の状態変化を考慮する。 

生活環境の構成要素のうち廃止措置の開始後の将来の人間の生活様式については、

これを長期的な不確かさを考慮して予測することは困難であるため、現世代の人間の

生活様式に関する情報を基に、敷地及びその周辺の社会環境又はわが国で現在一般的

とされる生活様式を前提とする。確からしい自然事象シナリオで考慮する人間活動は、

ICRP Pub. 81(1)及び ICRP Pub. 101(2)を参考に合理性、持続可能性及び均一性を持つ

一般的な人間活動を想定する。厳しい自然事象シナリオで考慮する人間活動は、確か

らしい自然事象シナリオで考慮する人間活動に加えて不確実性の高いものも考慮す

る。また、これらのシナリオで考慮すべき合理性、持続可能性及び均一性を持たず一

般的に生じるとは考えられない人間活動については、人為事象シナリオで考慮する。 

なお、全てのシナリオにおいて、放射性物質としての特性に着目して廃棄体を利用

する形態や意図的な行為は含めない。 

詳細は補足説明資料 2「2. 生活環境の状態設定の考え方」及び「3. 検討方法」を

参照。 

(a) 生活環境に影響を及ぼす敷地及びその周辺における自然環境の変化（詳細は補

足説明資料 2「4. 生活環境に関する設定」参照） 

「a. 地質環境に係る長期変動事象」に基づき、生活環境に影響を及ぼすと考え

られる敷地及びその周辺における自然環境の変化を以下に整理する。 

・現在から廃止措置の開始直後までの敷地周辺の地形は現状とほぼ同様であり、廃

棄物埋設地に起因した放射性物質を含む地下水はほぼ全てが敷地内の沢を経由

し汽水性である尾駮沼に流入する。 



 

34 

・気候変動によって、平均気温が変化することに伴い、敷地及びその周辺で生産さ

れる農産物の種類が変化することが考えられる。 

・地形変化及び海水準変動によって、尾駮沼が河川化し、資源量(漁獲量)が減少す

ることが考えられる。 

・地形変化が進行すると埋設設備が河食によって侵食され、放射性物質を含む土壌

が下流域へ堆積することが考えられるが、数万年以降であり侵食による影響は無

視できる。 

(b) 事業所周辺における自然環境及び社会環境の状態を踏まえた生活様式の設定 

「(a) 生活環境に影響を及ぼす敷地及びその周辺における自然環境の変化」に示

す自然環境の変化及び事業所周辺の社会環境の状態を踏まえ、放射性物質が移行す

る範囲ごとに生活様式を以下のとおり設定する。 

(一) 水利用(詳細は補足説明資料 2「6. (1) 水利用に伴う被ばく経路」参照) 

廃棄物埋設地を通過する地下水は、敷地中央部の沢を経て尾駮沼に流出し太平

洋に至るため、現在の二又川や老部川へ移行する可能性は極めて小さい。また、

地下水の流入する尾駮沼は汽水性の沼であるため、この水を生活用水等に利用す

る可能性も極めて小さい。 

廃棄物埋設地及びその付近の地下水は第四紀層及び鷹架層を流れており、専ら

降水によってかん養されている。地下水利用については、廃棄物埋設地に深井戸

を設置しても鷹架層の透水性が小さい(透水係数：約 5.0×10-8m/s(3 号廃棄物埋

設地))ことから、大量の水を得ることはできない。しかし、浅井戸を設置する場

合では、廃棄物埋設地周辺の第四紀層の透水性が比較的大きい(透水係数：約

2.6×10-6m/s(3 号廃棄物埋設地))ことから、水を得ることができると考えられる。 

なお、敷地外の深井戸から大量の水を得ている例があるが、これはその地質・

水理的特性によるものであり、富ノ沢及び尾駮集落では両地域に存在する透水性

の比較的大きい鷹架層中部層の礫混り砂岩から主に集水している。これに対して、

廃棄物埋設地周辺では、透水性が比較的小さい砂質軽石凝灰岩及び砂岩が主に分

布しており、また、地質・地下水調査結果から、富ノ沢及び尾駮集落での深井戸

の集水地層(礫混り砂岩)と同等の地層が地表面下百数十 m までは存在しないこ

とを確認している。 

六ヶ所村の利水状況としては、豊富な地下水のある地点を水源とする水道の普
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及率がほぼ 100%であり、専らこれを生活用水及び畜産用水として利用している。

また、水田灌漑用水としては、河川水を利用している。浅井戸を生活用水として

利用している世帯もあるが、その割合は約 1%と極めて小さい。 

沢水の利用については、現在は利用されていないこと、河川の水量を比較する

と敷地中央部の沢の水量は小さいこと、現在の敷地周辺においては水道が十分普

及していること及び農地が減少傾向にあることから、沢水の利用に伴い被ばくが

生じる可能性は河川の利用の場合よりも小さい。しかしながら、評価に当たって

は河川と沢の水量の違いによる利用の可能性(被ばくが生じる可能性)を定量的

に示すことが困難であること、敷地造成前においては、広範囲では畑作が、また

敷地中央部の沢の下流部では稲作が行われていたことを考慮する。 

さらに、廃止措置の開始後の将来の地形変化を考慮すると、尾駮沼が河川化し、

汽水性の沼から淡水に変化することが考えられるため、河川水を生活用水等に利

用する可能性があるが、沢水の利用の評価に包含される。 

以上より、水利用に関しては、現状の水理及び利水状況を前提にすると、廃棄

物埋設地からの影響を受ける地下水や沢水を生活用水や畜産用水に利用するこ

とは考え難い。しかしながら、確からしい自然事象シナリオでは沢水が利用され

ること、厳しい自然事象シナリオでは井戸水が利用されることを想定する。生活

用水等に利用することに伴う被ばく経路としては、井戸水及び沢水の飲用、尾駮

沼又は河川水中の水産物の摂取、沢水を利用して生産される農畜産物の摂取及び

灌漑作業を想定する。ただし、水産物の摂取において、河川化に伴う資源量(漁

獲量)の長期的な減少については評価に含まない。 

水利用に伴う被ばく経路として考慮する人間活動は以下のとおりである。 

(ｱ) 自然事象シナリオ 

・沢水(厳しい自然事象シナリオでは井戸水)の飲用 

・尾駮沼又は河川水中の水産物の摂取 

・沢水を利用して生産される灌漑農産物の摂取 

・沢水を利用して生産される畜産物の摂取 

・沢水を利用する灌漑作業 
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(二) 土地利用(詳細は補足説明資料 2「6. (1) 土地利用に伴う被ばく経路」参

照) 

廃棄物埋設地から漏出する放射性物質が廃棄物埋設地表面付近の土壌に移行

し、被ばくを受ける可能性があるため、廃棄物埋設地及びその近傍における土地

利用に伴う活動を考慮する。 

地下の掘削を伴う土地利用の一つに構造物の建設がある。廃棄物埋設地は市街

化区域の用途地域のうち工業専用地域に位置し、工業地域、準工業地域、商業地

域、中高層住居専用地域及び低層住居専用地域に隣接しているため、工場及び住

宅の建設等に利用される可能性がある。ただし、現状の六ヶ所村では地下数階を

有するような大規模な構造物はほとんどみられず、面積利用率では 10m 以深の掘

削を行う頻度は 1%未満である。さらに、可住地のうち構造物が建設される土地

は一部であることを含めて敷地周辺の社会環境を考慮すると大規模な構造物の

建設は代表的な事例ではない。そのため、代表的な事例として一般的な住宅の建

設及びそれに伴って発生する掘削残土上での居住を想定する。 

なお、面積利用率は、六ヶ所村で確認される建物区分について、それぞれに仮

定した平均深度ごとの利用面積が可住地面積に占める割合を求めたものである。 

この他に地下を掘削する目的として、井戸の掘削や地下資源の開発があげられ

る。井戸については水利用の状況から、「(一) 水利用」に示すように浅井戸の掘

削が考えられる。地下資源の開発については、廃棄物埋設地及びその近傍におい

て、採掘規模の石炭、鉱石等の天然資源は認められていないため、このような土

地利用を考慮する必要はない。 

また、地下の掘削を伴わない土地利用としては、農産物の生産があり、廃棄物

埋設地表面付近の土壌又は地下水から農産物に放射性物質が移行し、その農産物

を摂取することによって生じる被ばくが考えられる。 

以上より、土地利用に関しては、廃棄物埋設地の利用による被ばくとして、住

宅の建設作業、掘削残土上での居住及び廃棄物埋設地を利用して生産される農産

物摂取による被ばくを考慮する。 

なお、廃棄物埋設地における地下数階を有する建物の建設作業による大規模な

掘削行為及び当該掘削後の土地利用に伴う被ばくは、一般的に生じるとは考えら

れないため、人為事象シナリオにおいて考慮する。 
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土地利用に伴う被ばく経路として考慮する人間活動は以下のとおりである。 

(ｱ) 自然事象シナリオ 

・廃棄物埋設地における建設作業 

・廃棄物埋設地における居住 

・廃棄物埋設地を利用して生産される農耕農産物の摂取 

(ｲ) 人為事象シナリオ 

・廃棄物埋設地における地下数階を有する建物の建設作業 

・廃棄物埋設地における地下数階を有する建物の建設作業によって発生する 

土壌上での居住 

(三) 水利用及び土地利用によって得られる各種生産物 

「(一) 水利用」及び「(二) 土地利用」に示す水や土地の利用によって得られ

る生産物の種類を水産物、農産物及び畜産物と設定する。 

水産物については、廃止措置の開始後の将来の地形変化を考慮すると、尾駮沼

が河川化し、淡水性の水産物に変化することが想定される。しかし、淡水化に伴

う資源量(漁獲量)の減少により、水産物種類の変化を考慮しても水産物の摂取に

よる被ばく線量は小さくなる傾向となることから、線量評価においては、尾駮沼

の河川化による水産物種類の変化は考慮せず、現在の汽水性である尾駮沼に生息

する代表的な水産物とする。 

農産物については、沢水を灌漑用水として利用して栽培される米及び廃棄物埋

設地に栽培される野菜を考慮する。 

畜産物については、現在の敷地及びその周辺において養畜されている畜産物を

想定する。畜産物は沢水の畜産用水利用により養畜されるものとする。 
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(c) 最大の被ばくを受けると合理的に想定される個人の設定(詳細は補足説明資料

2「7. 最大の被ばくを受けると合理的に想定される個人(評価対象個人)」参照) 

「(b) 事業所周辺における自然環境及び社会環境の状態を踏まえた生活様式の

設定」に示す生活様式に基づき、自然事象シナリオにおいては、被ばく経路に様々

な個人の生活様式が係る場合には、それらの重ね合わせを考慮し、評価対象個人を

設定する。 

評価対象個人は、移行経路ごとの被ばく経路の特徴を表した個人で、年間を通し

て被ばくする可能性がある個人を代表として設定する。また、敷地及びその周辺又

はわが国で現在認められる一般的な生活様式をもつ個人とし、比較的高い被ばくを

受ける集団を代表する成人とする。 

ただし、被ばく経路の重ね合わせにおいては、市場の流通の状況を適切に考慮す

る。生活様式として同時に存在することの合理性がないもの及び人為事象シナリオ

で考慮する一般的ではない人間活動による被ばく経路については、重ね合わせを考

慮しない。 

生活様式は、現在認められる就労形態ごとに異なる。就労形態によって、様々な

生産活動が行われる可能性があるが、評価の観点からは放射性物質が移行する水又

は土壌に接触する生産活動に従事する就労者を対象とすることが合理的である。そ

のため、生産活動及び生産物を摂取することによって起こると想定される被ばくを

考慮する。また、放射性物質は、その移行特性や放射線影響が種類ごとに異なるこ

とから、評価対象個人を複数の集団から設定する。 

現在の敷地及びその周辺の社会環境・産業構造において、被ばくの可能性がある

就労形態は、第一次産業としては、漁業及び農業(畜産業を含む。)が代表的であり、

第二次産業では建設業が代表的である。第三次産業やその他の業種については、労

働作業に伴う被ばくの可能性が小さいと考えられ、汚染された土地に居住する人を

想定することで代表できると考えられる。 

ただし、年間を通じて摂取する全ての食品が、廃棄物埋設地起源の放射性物質を

含む生産品とすることは現在の市場の流通状況から考えて基本的に想定されない。

このため、就労者が生産活動により得られる食品を自家消費すると想定し、その他

については市場から購入すると想定する。 

このような状況を考慮して、就労形態の分類に応じて評価対象個人を以下のとお
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り設定する(1)。 

(一) 漁業従事者 

漁業従事者は、廃棄物埋設地に居住する人を対象とし、放射性物質が移行する

水産物を自家消費すると想定し、その他は一般的な市場に流通した食品を摂取す

ると想定する。 

(二) 農業従事者 

農業従事者は、廃棄物埋設地に居住する人を対象とし、放射性物質が移行する

農産物については自家消費すると想定し、その他は一般的な市場に流通した食品

を摂取すると想定する。 

なお、水利用の場合は放射性物質を含む沢水を灌漑に利用する稲作、土地利用

の場合は放射性物質を含む土壌上における畑作を想定する。 

(三) 畜産業従事者 

畜産業従事者は、廃棄物埋設地に居住する人を対象とし、放射性物質が移行す

る畜産物を自家消費すると想定し、その他は一般的な市場に流通した食品を摂取

すると想定する。 

(四) 建設業従事者 

建設業従事者は、廃棄物埋設地に居住する人を対象とし、一般的な市場に流通

した食品を摂取すると想定する。また、廃棄物埋設地において一般的な住宅の建

設作業を行うことを想定する。 

(五) 居住者 

居住者は、廃棄物埋設地に居住する人を対象とし、市場に流通した食品を摂取

すると想定する。 
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c. 廃棄物埋設地の状態設定(24)(25)(26) 

放射性物質の生活環境への移行を考慮する際の廃棄物埋設地の状態は、放射性物質

の減衰による線量低減効果を期待できる期間として 1,000 年程度を目安に設定する。

着目する移行抑制機能は廃棄物埋設地及び周辺岩盤の低透水性と収着性とする(第 7

表参照)。 

廃棄物埋設地は覆土完了時点を初期状態とし、長期の状態は、廃棄物埋設地の移行

抑制機能に係る特性に影響を与える事象を抽出し、それら影響事象を考慮して状態設

定を行う。 

状態設定においては、移行抑制機能を期待する難透水性覆土、下部覆土及び岩盤(鷹

架層)の低透水性並びにセメント系材料(廃棄体の固型化材及び埋設設備)、難透水性

覆土、上部覆土及び岩盤(鷹架層)の収着性に着目する。 

なお、覆土の遮蔽機能は、覆土が侵食されて遮蔽厚さが薄くなる時期は数万年後で

あり、その時点では遮蔽機能を必要としないことから、覆土の長期的な遮蔽機能の状

態設定は行わない。 

 

第 7 表 各構成部材に期待する機能 

構成部材 移行抑制機能 移行抑制機能の内容 

難透水性覆土、 

下部覆土*1 

低透水性 

ベントナイト混合土を用いた難透水性覆土及び下部

覆土に対して低透水性を期待することにより、廃棄物埋

設地の通過流量(埋設設備への浸入水量並びに埋設設備

上部及び生活環境への地下水の流出)を低減させる。 

岩盤(鷹架層) 

岩盤(鷹架層)の低透水性によって、廃棄物埋設地への

地下水浸入量の低減を期待するとともに、生活環境まで

の移行遅延を期待する。 

セメント系材料 

(廃棄体固型化

材、埋設設備) 

収着性 

セメント系材料、難透水性覆土、上部覆土及び岩盤(鷹

架層)の収着性を期待することにより、廃棄物埋設地か

らの放射性物質の漏えい量を低減し、移行を遅延させ

る。 

基本的に収着性が大きい方が移行抑制効果は大きい

が、土地(土壌)の利用が想定される場合は、上部覆土の

収着性が小さい方が線量低減に寄与する。 

難透水性覆土 

上部覆土 

岩盤(鷹架層) 

*1:下部覆土は土質系材料であり収着性を期待できるが、難透水性覆土又は下部覆土の一方に収着性を期待す

ることで十分であることから、下部覆土の収着性は考慮しない。 
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(a) 着目する移行抑制機能に関連する物理的・化学的性質 

廃棄物埋設地の低透水性は、主に廃棄体の固型化材、埋設設備、難透水性覆土、

下部覆土、上部覆土及び岩盤(鷹架層)のそれぞれの間隙率、密度並びにひび割れの

有無に対する物理的性質及び力学条件に依存する。 

また、廃棄物埋設地の収着性は、主に廃棄体、埋設設備、難透水性覆土、上部覆

土及び岩盤(鷹架層)の鉱物組成並びにそれぞれの間隙水の水質に対する化学的性

質及び化学条件に依存する。 

(b) 影響事象の抽出・分析(熱-水理-力学-化学) (詳細は補足説明資料 3「3. 検討

結果」参照) 

低透水性及び収着性に影響する事象を把握するため、各部材相互の影響事象を体

系的に抽出・分析する。抽出・分析に当たっては、各部材相互の影響事象を熱、水

理、力学及び化学の観点で整理する。影響事象については、廃棄物安全小委員会報

告書(27)及び IAEA-ISAM(28)の FEP(Feature、Event、process)を参考に、廃棄物埋設

地の特徴及び「a. 地質環境に係る長期変動事象」で設定した長期変動事象を考慮

する。 

影響事象分析の結果は、以下に示すとおりである。 

(一) 熱 

低透水性及び収着性に与える熱的影響事象としては、放射性物質の崩壊熱、セ

メント系材料の水和熱及び気温変化による地表環境の温度変化があげられる(24)。

これらの事象によって、難透水性覆土及び埋設設備を構成するセメント系材料の

熱変質が生じ、それぞれの鉱物組成及び密度が変化することにより、難透水性覆

土の低透水性及びセメント系材料の収着性に影響を及ぼすことが考えられる。 

(ｱ) 崩壊熱 

廃棄体に含まれる放射性物質の崩壊によって発生する崩壊熱は、埋設する廃

棄体に含まれる放射性物質の量が少ないことから、各部材の熱変質が生じる温

度(29)(30)(31)より十分に小さい。そのため、崩壊熱は影響事象として考慮しない。 

(ｲ) 水和熱 

セメント系材料で構成される埋設設備は、外周仕切設備構築時と充塡材充塡

時に水和反応に伴う熱により、部材自体の膨張変化による温度応力が発生する

(32)。しかし、廃棄物埋設地からの放射性物質の移行は水和熱が低下した後の
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覆土完了後に生じること及びセメント系材料の収着性は水和後の特性に期待

していることから、水和熱を影響事象として考慮しない。 

(ｳ) 気温変化 

覆土及び岩盤(鷹架層)は、それ自体が発熱することはないが、地表環境の温

度変化によって生じる影響があげられる。覆土前の埋設設備は年間の気温の変

化の影響を直接受けるが、それによって熱変質が生じるほど温度が上昇しない

と考えられる。また、覆土完了後の埋設設備は、地表から 20m 程度の深度に設

置されることから、埋設設備の設置位置近傍で想定される温度変化は十分小さ

い。そのため、年間の気温の変化以上に廃棄物埋設地の温度が変化しないと考

えることから、気温変化は影響事象として考慮しない。 

(二) 水理 

低透水性及び収着性に与える水理的影響事象としては、地下水流動があげられ

る(24)。この事象によって、難透水性覆土及び下部覆土の流出に伴い密度が変化

し、これら部材の低透水性に影響が生じることが考えられる。 

(ｱ) 地下水流動 

一般にベントナイトは膨潤力が大きく、難透水性覆土及び下部覆土の砂粒子

の間から膨出したベントナイトが周辺の地下水流動によって流出することが

考えられる。しかし、廃棄物埋設地周辺の地下水流速が十分に小さいため、地

下水流動による直接的な影響は生じないことから、地下水流動によるベントナ

イトの流出は影響事象として考慮しない。 

(三) 力学 

低透水性及び収着性に与える力学的影響事象としては、金属腐食による体積膨

張、ガス発生、ベントナイトの膨潤圧及び地震があげられる(24)。これらの事象に

よって、埋設設備、難透水性覆土及び下部覆土に変形・損傷又はひび割れが発生

することにより、透水性に影響が生じることが考えられる。 

(ｱ) 金属腐食による体積膨張 

埋設設備内に含まれる金属腐食による体積膨張に伴い、各部材が変形・損傷

し、低透水性に影響することが考えられる。そのため、金属腐食による体積膨

張を影響事象として考慮する。 
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(ｲ) ガス発生(詳細は補足説明資料 3 添付資料 1 参照) 

埋設設備内に含まれる金属の腐食及び有機物の分解に伴い発生するガスに

よるガス圧・間隙水圧の上昇又はガスの移行により難透水性覆土及び下部覆土

が変形・損傷し低透水性に影響することが考えられる。 

埋設設備内におけるガスの発生源は、廃棄体中に含まれる金属又は有機物、

廃棄体の容器及び埋設設備内の鉄筋であり、ガス発生量の大半を占めるガス発

生物質は、埋設設備内に存在する金属である。 

単位時間当たりのガス発生量が最も大きくなるのは、金属類廃棄体(33)であ

り、既往知見(34)によると、埋設設備 1 基から 1 年間に発生する標準状態(0℃、

1atm)のガス発生量は、pH12.5～pH13.0 及び水温 15℃～45℃の条件での腐食

速度試験の結果に基づくと最大で 1,000m3(埋設設備 1m3 当たり 0.064m3/y)と

推定され、時間の経過とともに減少すると考えられる。 

ベントナイト系材料中のガス移行メカニズムに関する藤山ら(35)の調査結果

によれば、難透水性覆土の内側に蓄積したガスは、気液 2 相流、卓越流路の形

成を伴うハイドロリックフラクチャリングのいずれか、又はこれらの両方が共

存するガス移行メカニズムに従い、飽和した難透水性覆土中を移行し、破過に

至ると考えられ、廃棄物埋設地においてもこれらのガス移行メカニズムが共存

する状態であると考えられる。 

田中ら(36)が実施したベントナイト混合土のガス透気試験では、廃棄物埋設

地で想定される上記のガス移行メカニズムによりガス破過が生じていると考

えられ、ガス破過前後の透水係数に変化は見られなかったことから、難透水性

覆土の透水係数の変化は生じないと考えられる。 

また、下部覆土については、難透水性覆土の外側にあり、施工時点において

確保する透水係数が難透水性覆土よりも 2 桁程度大きいため、難透水性覆土

に比べて容易に水及びガスが移行すると考えられる。このため、下部覆土の低

透水性に対するガス破過の影響は、難透水性覆土に対するその影響に包含され

るものと考える。 

以上より、ガス発生による難透水性覆土及び下部覆土の低透水性に有意な影

響は生じないことから、ガス発生は影響事象として考慮しない。 

(ｳ) ベントナイトの膨潤圧 
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ベントナイトを混合する難透水性覆土及び下部覆土は、地下水により飽和し

膨潤することによる圧力(膨潤圧)が発生することに伴い、各部材が変形・損傷

し、低透水性に影響することが考えられる。しかし、膨潤圧は周辺の地圧と比

較して小さいため(37)、ベントナイトの膨潤圧は影響事象として考慮しない。 

(ｴ) 地震 

過去及び現在の状況から、繰り返し地震が発生することが想定される。地震

によって各部材が変形・損傷し、低透水性に影響すると考えられるため、地震

による影響評価として、難透水性覆土及び下部覆土の低透水性に対する力学的

影響について評価する。地震力の作用により覆土で発生が想定される事象とし

て、力学的な変形及び液状化があげられる。 

力学的な変形については、地震力の作用により発生する覆土の変形量が「(d) 

各物理的・化学的性質の長期的な状態変化の評価 (一) 金属腐食による体積

膨張」に示す金属腐食に伴う埋設設備の変形量と比較して非常に小さいことか

ら、金属腐食の評価に包含される。 

液状化については、過去の液状化対策事例として、平成 19 年新潟県中越沖

地震において、管理値(締固め度 90%以上)を設定し、埋戻し土(砂及び砂質土)

の締固めによる対策を実施した箇所では、震度 6 弱が発生しているものの、液

状化は生じていないと報告されている(38)。 

廃棄物埋設地においても、覆土施工における管理値を同等以上に設定する。

覆土は、現地発生土、購入砂、ベントナイト及び礫を仕様に応じて混合した混

合土である。よって覆土は、一般に液状化しやすいと知られている「砂分を多

く含む、粒度分布が偏った土砂」ではない。上記の液状化対策事例において液

状化をしていない箇所で使用されている砂及び砂質土(38)と比較して、覆土は、

液状化抵抗性に関連する締固め性能が良いとされている「粒径分布に広がりを

持った材料」であるため、相対的に液状化し難い材料であると判断される。 

廃棄物埋設地で発生すると考えられる地震は、「補足説明資料 1 地質環境

に係る長期変動事象 3.(1)(ⅱ)a.地震」より震度 5 強を超えないため、過去

事例における締固めによる対策を実施した箇所で発生した地震より小さい。 

なお、文献(39)に例示されるような購入砂と異なる粒径分布を持つ材料を混

合し覆土を製造することから、購入砂単体と比較し、覆土は粒度分布に広がり
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を持つ液状化し難い材料であると考えられる。 

以上より、地震によって難透水性覆土及び下部覆土の低透水性に有意な影響

は生じないことから、地震は影響事象として考慮しない。 

(四) 化学 

低透水性及び収着性に与える化学的影響事象としては、地下水との反応、化学

的変質、金属腐食、セメント系材料の溶脱、有機物影響、塩影響、コロイド影響、

微生物影響及び降下火砕物があげられる(24)。これらの事象によって、各部材の

鉱物組成及び間隙水の水質が変化し、低透水性及び収着性に影響することが考え

られる。 

(ｱ) 地下水との反応(化学的変質、セメント系材料の溶脱を含む) 

地下水が埋設設備を通過することにより、セメント系材料の溶脱が発生し、

鉱物組成及び間隙水の水質の変化が生じる。また、セメント成分が溶解した間

隙水と難透水性覆土、下部覆土、上部覆土及び岩盤(鷹架層)が反応(31)(40)し、

難透水性覆土、下部覆土、上部覆土及び岩盤(鷹架層)の鉱物の溶解並びに二次

鉱物が生成することにより、低透水性及び収着性に影響することが考えられる。

そのため、地下水との反応を影響事象として考慮する。 

(ｲ) 金属腐食 

埋設設備内に含まれる金属が腐食することによって、地下水に含まれる溶存

酸素が消費され、酸化還元環境が変化し(41)、収着性に影響することが考えら

れる。そのため、金属腐食を影響事象として考慮する。 

金属腐食は、廃棄物埋設地周辺は酸化雰囲気であること、還元雰囲気下の分

配係数は酸化雰囲気下と比較して大きな値となる傾向(42)があることから、核

種の還元が生じるような金属腐食の収着影響は考慮しないものとする。 

(ｳ) 有機物影響 

埋設設備内に含まれる有機物のアルカリ分解反応により放射性物質を捕捉

する分解生成物が生成することが考えられる。有機物及び分解生成物が間隙水

中に存在する場合には、放射性物質と錯体を形成し、収着性に影響することが

考えられる。そのため、有機物の分解生成物を影響事象として考慮する。 

(ｴ) 塩影響 

均質・均一固化体に含まれる可溶性塩が地下水中に溶解することによって、
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間隙水の水質の変化が生じる。さらに、塩が溶解した間隙水とセメント、難透

水性覆土、下部覆土、上部覆土及び岩盤(鷹架層)が反応(43)し、難透水性覆土、

下部覆土、上部覆土及び岩盤(鷹架層)の鉱物の溶解並びに二次鉱物の生成等に

より、これらの固相に変質が生じ、低透水性及び収着性に影響することが考え

られる。 

しかし、廃棄物埋設地に埋設する廃棄体は可溶性塩を含まない充塡固化体で

あるため、塩影響は影響事象として考慮しない。 

(ｵ) コロイド影響 

各部材の間隙水中にコロイドが存在する場合には、コロイドに放射性物質が

収着し、放射性物質の移行が促進される(収着性が阻害される)ことが考えられ

る。 

収着性に影響を与える可能性のあるコロイド影響については、埋設設備の間

隙水はセメント平衡水でありコロイドが安定に分散できる環境ではなく、収着

性に影響は生じないと考えられることから、コロイド影響は影響事象として考

慮しない。 

(ｶ) 微生物影響 

廃棄物埋設地近傍に存在する微生物の活動によって、岩盤(鷹架層)中では有

機物が無機化し、収着性が低下することが考えられる。そのため、収着性の評

価に際して微生物影響のうち有機物の無機化を影響事象として考慮する。 

なお、有機物が分解してガスが発生すること及び金属の腐食反応が促進され

ることが考えられる。しかし、微生物は高 pH 環境となる埋設設備内や難透水

性覆土中においてその活性は低く(43)、このような活動で生じる化学環境の変

化はその他の影響事象に包含されると考えられるため、これらの微生物影響は

影響事象として考慮しない。 

(ｷ) 降下火砕物 

降下火砕物が堆積すると、地下水の水質変化が生じ、鉱物の溶解及び二次鉱

物の生成により低透水性及び収着性に影響すること並びに上部覆土について

は化学的変質の影響を直接受けることが考えられる。 

しかし、降下火砕物による化学的な影響については、十分な厚さの上部覆土

を設置するため、上部覆土による pH 変化などの化学的変化を和らげる緩衝作
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用により、溶解・変質などの化学的影響は十分低減され、埋設設備、難透水性

覆土及び下部覆土の低透水性及び収着性への影響は無視できる。また、上部覆

土に関しては、化学的影響を受ける範囲(緩衝作用の範囲)が表層に限定される

ことに加え、上部覆土の収着性に影響が生じても線量への感度が小さいことか

ら、降下火砕物は影響事象として考慮しない。 
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(c) 廃棄物埋設地の初期状態の設定 

線量評価においては覆土完了時点を初期状態とし、各部材の初期状態は第 8 表か

ら第 16 表に示す廃棄体及び廃棄物埋設地の寸法、材料等の仕様、性状に基づき、

各状態設定の評価においてそれぞれ設定する。状態設定の評価に用いる埋設設備及

び覆土の材料仕様は、設計において期待する性能を満たすことができる候補材料か

ら設定する。施工時点において材料仕様が変更になることも予想されるが、期待性

能を満たす材料を適切に設定する。 

 

第 8 表 埋設する廃棄体の仕様 

廃棄物埋設地 3 号 

種類 充塡固化体*1 

重量 1 本当たり 1,000kg を超えないもの 

内容物 金属類、プラスチック類、保温材・フィルタ類 

固型化材 セメント*2 

状態変化で考慮する内容物 有機物、金属類 

*1:充填固化体の標準的な製作方法(33)により製作。 

*2:「JIS R 5210(1992)」若しくは「JIS R 5211(1992)」に定めるセメント又はこれと同等以上の品質を有す

るセメント。 
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第 9 表 バリア機能への影響を評価する上で考慮する廃棄体の内容物 

充塡固化体 

内容物 平均重量(kg/本)
*1
 備考 

天然有機物 0.152
*2
 

分別除去後の調査結果。廃棄物重量当たりの含有

率は 1.7g/kg。 

アルミニウム 0.109
*2
 

分別除去後の調査結果。廃棄物重量当たりの含有

率は 1.2g/kg。 

金属類 301～305 
対象廃棄物の種類のうち、金属を多く含むもので、

鉄が大半を占める。 

*1:充填固化体の標準的な製作方法(33)に基づいて設定。 

*2:代表的な固体状廃棄物(ドラム缶 154 本相当)の調査結果であるが、全体的にも同程度の量の内容物が含ま

れているものとして、平均値として設定した。 
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第 10 表 埋設設備の寸法*1 

埋設設備 3 号 

埋設設備構成 8 基 

1 基当たり 

の大きさ 

奥行き(南北) 36.51m 

幅(東西) 64.1m 

高さ 6.66m*1 

区画/基 66 区画/基 

部材厚さ 外周仕切設備(側壁) 60cm 

外周仕切設備(底版) 60cm 

内部仕切設備 40cm 

ポーラスコンクリート層と

廃棄体間の厚さ(セメント系

充塡材) 

20cm 

覆い 30cm 

*1：勾配調整コン、ひび割れ対策に伴う覆い厚さ変更予定を含まないもの 

 

第 11 表 コンクリートの配合 

3 号廃棄物埋設地 

水セメント比 

(%) 

単位量(kg/m3) 

水 結合材*1 混和材*2 細骨材*3 粗骨材 

47 155 333 60 729 1019 

*1:中庸熱ポルトランドセメント 70%及びフライアッシュ 30%の混合セメントとし、必要に応じて膨張材を置

換する。また、施工時には所定のフレッシュ性状確保のため結合材料に比例して混和剤を添加する。 

*2:石灰石微粉末 

*3:陸砂と砕砂の混合品  
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第 12 表 難透水性覆土に用いるベントナイト混合土の仕様 

項目 仕様 備考 

ベントナイト混合率 30%*1 Ca 型ベントナイト 

含水比 最適含水比+4%±2% 最適含水比+4%=19.6% 

*1：Na 型ベントナイトの場合は 20% 

 

第 13 表 難透水性覆土に用いるベントナイト混合土の主要材料 

項目 仕様 

Ca 型ベントナイト*1 MBC*2120 以上 

コンクリート用細骨材 青森県三沢市砂森産 

*1：参考として Na 型ベントナイトも評価した 

*2:メチレンブルー吸着量 

 

第 14 表 廃棄物埋設地付近の土質特性(盛土及び第四紀層) 

 

  

廃棄物

埋設地 
地 層 

湿潤密度 

(g/cm3) 

含水比 

(%) 

土粒子の密度 

(g/cm3) 

間隙率 

(%) 

3 号 

盛  土 1.79 26.2 2.72 47.9 

火山灰層 1.54 58.1 2.68 62.7 

段丘堆積層 1.79 29.4 2.66 48.1 



 

52 

第 15 表 廃棄物埋設地付近の鷹架層の特性 

*1：()内の数字は土粒子の密度を測定した試料数を示す。 

 

第 16 表 廃棄物埋設地付近の地下水の水質 

項目 単位 測定結果 

マグネシウムイオン Mg2+ mg/L 0.1～3.8 

カルシウムイオン Ca2+ mg/L 0.1 未満～7.2 

ナトリウムイオン Na+ mg/L 7.2～31.5 

カリウムイオン K+ mg/L 0.5～5.6 

硫酸イオン SO4
2- mg/L 1.0～21.7 

炭酸水素イオン HCO3
- mg/L 5.6～51.9 

塩化物イオン Cl- mg/L 12.9～20.3 

溶存鉄 Fe mg/L 0.05 未満～21.0 

pH  － 5.3～8.3 

電気伝導度  mS/m 7.2～18.9 

 

(d) 各物理的・化学的性質の長期的な状態変化の評価 

「(b) 影響事象の抽出・分析(熱-水理-力学-化学)」に基づき、移行抑制機能を

期待する難透水性覆土、下部覆土及び岩盤(鷹架層)の低透水性並びにセメント系材

料(廃棄体の固型化材及び埋設設備)、難透水性覆土、上部覆土及び岩盤(鷹架層)の

収着性に係る各物理的・化学的性質の長期的な変化を評価する。評価に際しては、

FEP により抽出した影響事象ごとに適切に不確かさを考慮する。 

  

廃棄物

埋設地 
区分 

湿潤密度 

(g/cm3) 

含水比 

(%) 

土粒子の密度 

(g/cm3) 

間隙率 

(%) 試料数 

(個) 
平均値 

標準 

偏差 
平均値 

標準 

偏差 
平均値 

標準 

偏差 
平均値 

標準 

偏差 

3 号 

鷹架層 

中部層 

軽石凝 

灰岩層 

軽石 

凝灰岩 
1.59 0.03 52.1 4.4 2.39 0.01 56.1 2.1 

39 

(18)*1 

砂質軽石 

凝灰岩 
1.70 0.03 38.8 2.9 2.48 0.03 50.3 1.9 

159 

(76)*1 
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(一) 金属腐食による体積膨張 (詳細は補足説明資料 4「4. 状態変化(膨張)に必

要となる条件設定」及び「5. 1,000 年後の状態変化(膨張)の影響評価」参

照) 

低透水性を有する難透水性覆土及び下部覆土は金属腐食による体積膨張に伴

う鉛直方向の変形に対して破断しないように配慮した厚さで設計しており、当該

部位に破断が生じる可能性が低いものと考えられる。しかし、難透水性覆土の隅

角部には、厚さの減少及び変形に伴う透水性が変化した領域の発生が予想される。

そのため、長期状態においては、廃棄物埋設地に生じる現象の不確実性及び金属

廃棄物の多様性を考慮した埋設設備の変形量を設定し、難透水性覆土及び下部覆

土の低透水性への力学的影響を評価する。 

金属腐食による体積膨張に係るパラメータを第 17 表～第 18 表に示す。 

金属の腐食は、金属と廃棄物埋設地の周辺環境(溶存酸素、酸化還元電位、pH

及び水温)との相互作用(電気化学的腐食)により生じる。そのため、埋設設備中

の環境条件、金属種類、腐食生成物、腐食膨張倍率及び腐食速度を設定し、状態

設定を行う期間(1,000 年)において埋設設備の膨張変形を想定する。 

金属の腐食による体積膨張に起因する力学的影響評価においては、粒状体個別

要素法(Distinct Element Method)解析を用いる。この結果に基づき、難透水性

覆土及び下部覆土の透水係数及び厚さは、力学的変形に対し、透水係数に変化は

生じないものの厚さが変化する又は開口が生じると設定する(第 19 表参照)。 
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第 17 表 埋設設備中の環境条件、金属種類並びに腐食生成物の設定及び設定の考え方 

条件 設定 設定の考え方 

ORP*1 

【確からしい設定】 

嫌気的条件 

【確からしい設定】 

埋設設備の設置深度近傍にて取得された溶存酸素濃度(0.2ppm 未

満)及び ORP*1 (-100mV 以下)を参考に設定する。 

【厳しい設定】 

嫌気的条件～好気的条

件 

【厳しい設定】 

埋設設備中の溶存酸素の移行経路によっては、廃棄体容器及び金

属廃棄物に供給されることが考えられる。また、廃棄物埋設地周辺の

地下水に含まれる溶存酸素の供給量が変動した場合を考慮し、嫌気

的条件～好気的条件を考慮する。 

pH 

【確からしい設定】 

セメント系材料に生じ

る一般的な現象を考慮

し、高い pH を設定 

【確からしい設定】 

状態変化の評価期間において、セメント系材料のカルシウムシリ

ケート水和物が溶解することにより高い pH の状態(pH11 以上)とな

ることが考えられるため、これを考慮する。 

【厳しい設定】 

上記に加え、セメント

系材料からNa及びK成

分が溶出した場合を考

慮し、更に高い pH を設

定 

【厳しい設定】 

セメント系材料のカルシウムシリケート水和物が溶解することに

加え、Na 及び K 成分が溶出した場合、pH が更に高い状態に推移する。

金属腐食では、pH が変化した場合、腐食膨張倍率の異なる腐食生成

物が生成され、金属の膨張量が増加する可能性があることから、これ

を考慮する。 

水温 

【共通】 

廃棄物埋設地周辺の水

温を参考に設定 

【共通】 

埋設設備の設置深度近傍にて取得された水温(10℃～15℃程度)を

参考に設定する。 

代表 

とする 

金属種類 

鉄 

【確からしい設定】 

Fe3O4 

【確からしい設定】 

安定な結晶性の腐食生成物であることから Fe3O4を設定する。 

【厳しい設定】 

Fe(OH)2 

【厳しい設定】 

金属腐食に伴う膨張に大きく寄与する Fe(OH)2を設定する。 

その他 

考慮する 

金属種類 

アルミニウ

ム 

ニッケル 

銅 

亜鉛 

【確からしい設定】 

・Al(OH)3 

・Ni(OH)2 

・Cu 

・Zn(OH)2 

【確からしい設定】 

金属腐食に伴う膨張に大きく寄与する水酸化物を設定する。 

ただし、銅に関しては、確からしい設定の環境条件下では腐食しな

いことから銅のままとして設定する。 

【厳しい設定】 

・Al(OH)3 

・Ni(OH)2 

・Cu(OH)2 

・Zn(OH)2 

【厳しい設定】 

金属腐食に伴う膨張に大きく寄与する水酸化物を一律設定する。 

*1：酸化還元環境のうち、酸化還元電位を指す。 
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第 18 表 腐食膨張倍率並びに腐食速度の設定値及び設定の考え方 

条件 設定値 設定の考え方 

腐食膨張 

倍率 

【確からしい設定】 

3 倍 

【確からしい設定】 

代表とする金属種類(鉄)の腐食生成物を Fe3O4とし、その他考慮

する金属種類の混入率を 0wt%-50wt%の幅で設定し、金属が混合さ

れた状態での腐食膨張倍率を評価した結果、いずれも腐食膨張倍

率は 3 倍以下であることから、3 倍と設定する。 

【厳しい設定】 

4 倍 

【厳しい設定】 

環境条件の変動を考慮し、設定した代表とする金属種類並びに

非晶質の水酸化物を設定したその他考慮する金属種類の混入率を

0wt%～50wt%の幅で評価した結果、いずれも腐食膨張倍率は 4 倍以

下であることから、4 倍と設定する。 

腐食速度 

【確からしい設定】 

0.1μm/y 

【確からしい設定】 

腐食速度の測定手法に内在する測定誤差を考慮し、値を設定す

る。 

【厳しい設定】 

腐食速度を設定せず金属

の全量が瞬時に腐食する

と設定 

【厳しい設定】 

腐食膨張量は、金属腐食を評価する上で必要となる環境条件に

よる腐食速度に依存するが、局部腐食(孔食)や異種金属接触腐

食、環境条件の変動に係る不確実性を考慮する。よって、廃止措

置の開始後の状態変化の評価期間(1,000 年後)においては、腐食

形態に係らず全量が瞬時に腐食すると設定する。 
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第 19 表 金属腐食による体積膨張に係る覆土への力学的影響評価 

対象設備 

(対象廃棄物) 

変形 

形態 

力学的変形 

確からしい設定 厳しい設定 

3 号 

廃棄物埋設地 

(充塡固化体) 

膨張 

○難透水性覆土 

隅角部の厚さが 1m 以上残る状態 

(開口無し) 

○下部覆土 

破断や厚さの変化が生じない状態 

○難透水性覆土 

隅角部に約 2m の開口が生じる状態 

 

○下部覆土 

破断や厚さの変化が生じない状態 
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(二) 地下水との反応による影響(詳細は補足説明資料 5「3. 解析結果」参照) 

廃棄物埋設地における地下水との反応による影響は、各部材と地下水との反応

とそれに伴う難透水性覆土及び下部覆土の透水性並びに埋設設備等のセメント

系材料の収着性の変化を考慮する。各部材と地下水との反応は、主に埋設設備内

に浸入する地下水量及び水質、各部材を構成する鉱物の溶解度に依存する。 

セメント系材料で構成される埋設設備に接する難透水性覆土の透水性は、モン

モリロナイトの溶解及び二次鉱物の生成による変質の影響を受けると考えられ

る。 

埋設設備のセメント系材料の収着性は、主要鉱物であるケイ酸カルシウム水和

物の溶脱や二次鉱物の生成、またそのような固相変化に応じた間隙水の pH の変

化の影響を受けると考えられる(43)。 

このような長期的な変化は、化学反応モデルと物質移行モデルを連成させた地

化学解析コード PHREEQC-TRANS(40)を用いて求める。 

(ｱ) 難透水性覆土及び下部覆土 

地化学解析によって、鉱物組成、密度、空隙率、間隙水の液性及び覆土の低

透水性の変化を評価する。難透水性覆土中の物質移行は、確からしい設定は、

ベントナイト中の拡散挙動を空隙率とモンモリロナイトの含有割合を関数と

する経験式で設定し、厳しい設定は、モンモリロナイトの割合を 0 とし、空隙

率に比例するとして設定する。 

この解析の結果を基に、難透水性覆土の透水係数は、確からしい設定及び厳

しい設定ともにモンモリロナイトの密度及び空隙率の変化に応じて変化する

ものとして設定する。 

難透水性覆土の透水係数の化学的影響の評価結果を第 20 表に示す。化学的

影響を受けた場合においても難透水性覆土中のモンモリロナイトが残存する

ことから、下部覆土への化学的な影響による透水係数の変化は生じないものと

する。  
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第 20 表 化学的影響による難透水性覆土の透水係数の評価結果 

評価期間 

透水係数(m/s) 

3 号廃棄物埋設地 

確からしい設定 厳しい設定 

0 年 1.00×10-10 1.00×10-10 

1,000 年後 1.01×10-10 1.02×10-10 

 

(ｲ) 埋設設備等のセメント系材料 

埋設設備を構成するセメント系材料の主要な水和鉱物であるケイ酸カルシ

ウム水和物(C-S-H ゲル)は、地下水との反応により緩やかに溶脱し Ca/Si 比は

徐々に低下する。しかしながら、廃棄物埋設地内への地下水浸入量はセメント

量に対して十分少ないため、状態設定を行う評価期間内において収着性に影響

を与えるような著しい Ca/Si 比の低下は生じず、埋設設備内は高 pH 環境(pH11

以上)となると考えられる。そのため、固相の変化は収着性に影響は生じない

ものとし、埋設設備内の間隙水は高 pH が維持されるものとして、このような

環境条件を想定した試験に基づき収着性を設定する。 

(三) 有機物影響(詳細は補足説明資料 8「5. (7) 有機物による収着影響」参照) 

埋設設備に存在する可能性のある有機物は、主にセルロースである(33)。セル

ロースはアルカリ性の環境下において分解し、生成したイソサッカリン酸(ISA)

が放射性物質と錯体を形成することで、収着性に影響することが考えられる。そ

の影響は、間隙水中の分解生成物の濃度に依存する(40)。 

アルカリ環境での分解試験結果(44)に基づいて、確からしい設定はセルロース

の 5%、厳しい設定は 30%が分解することとし、セメント系材料への収着(40)を考

慮して、間隙水中の分解生成物の濃度を設定する。 

(四) 微生物影響 

微生物影響については、岩盤(鷹架層)中では微生物活動によって有機物が無機

化することが考えられるため、収着性の設定に際して炭素(C-14)の化学形態が無

機形態となることを考慮する。 
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(e) 着目した移行抑制機能の状態変化の設定 

「(b) 影響事象の抽出・分析(熱-水理-力学-化学)」、「(c) 廃棄物埋設地の初

期状態の設定」及び「(d) 各物理的・化学的性質の長期的な状態変化の評価」の結

果に基づき、廃棄物埋設地及び周辺岩盤(鷹架層)の低透水性及び収着性の長期的な

状態変化を設定する。 

(一) 低透水性(詳細は補足説明資料 6「3. 廃棄物埋設地の状態設定」参照) 

難透水性覆土及び下部覆土の低透水性は、力学的影響(金属腐食による体積膨

張、ガス発生、地震)及び化学的影響(地下水との反応)によって変化が生じる。

これらの変化は、覆土完了時点である初期状態から、埋設設備への地下水の浸入

によって徐々に進行する。 

力学的影響及び化学的影響は相互干渉せずに、独立して覆土に影響を与えると

判断するが、状態設定においては、透水係数の増加を局所的に見込むものとする。

力学的影響により開口を生じないケースは、化学的影響による変質のみによる状

態を設定する。開口が生じるケースは、開口部付近において化学変質が促進され

るものとして、透水係数を変質後から更に 2 桁以上引き上げた状態を設定する。 

確からしい設定及び厳しい設定における難透水性覆土及び下部覆土の等価透

水係数を第 21 表に示す。等価透水係数は、上記の状態設定に基づき、難透水性

覆土及び下部覆土の厚さと透水係数から算出する。 

なお、周辺岩盤についても、覆土と同様の化学的影響により低透水性に変化が

生じると考えられるが、その範囲は極めて限定的であり、化学的影響は無視でき

る。 

以上の状態設定に基づき、埋設設備から上部覆土への流出水量( )(tQco )及び

埋設設備から鷹架層への流出水量( )(tQgo )を有限要素法による鉛直断面2次元地

下水浸透流解析により算定し設定する。地下水浸透流解析に用いる動水勾配の設

定値を第 5 表、透水係数の設定値を第 22 表、線量の評価に用いる埋設設備から

上部覆土への流出水量及び埋設設備から鷹架層への流出水量の設定値を第 23 表

に示す。  
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第 21 表 難透水性覆土及び下部覆土の等価透水係数 

廃棄物埋設地 
透水係数(m/s)(評価期間：1,000 年後) 

確からしい設定 厳しい設定 

3 号廃棄物埋設地 2.0×10-10 1.5×10-8 
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第 22 表 地下水浸透流解析に用いる透水係数 

地盤 

又は覆土 

計算 

ケース 

透水係数(m/s) 
設定の考え方 

3 号廃棄物埋設地 

廃棄

物埋

設地

周辺

地盤 

鷹架層 

確からしい設

定 
5.0×10-8 

廃棄物埋設地付近で取得し

た N 値 50 以上の鷹架層中部

層の透水係数の対数平均値
*1とする。 厳しい設定 5.0×10-8 

第四紀層 

確からしい設

定 
3.0×10-6 

廃棄物埋設地付近で取得し

た盛土、第四紀層及び N値 50

未満の風化した鷹架層中部

層の透水係数の対数平均値

とする。 厳しい設定 3.0×10-6 

廃棄

物埋

設地 

上部覆土 

確からしい設

定 
3.0×10-6 

周辺土壌と同程度とする(第

四紀層の透水係数と同じ値

とする)。 厳しい設定 3.0×10-6 

下部覆土 

確からしい設

定 
1.0×10-8 周辺岩盤*2 よりも若干小さ

い透水係数とする。 
厳しい設定 1.0×10-8 

難透水性覆

土 

確からしい設

定 
2.0×10-10 

将来千年後の力学及び化学

影響を考慮した等価透水係

数とする。 厳しい設定 1.5×10-8 

埋設設備 

確からしい設

定 
1.0×10-5 砂程度に劣化した状態の透

水係数とする。 
厳しい設定 1.0×10-5 

*1:原位置試験の対数平均値と巨視的透水係数(割目と基質部における原位置透水試験の透水係数とボーリン

グや掘削面の地質観察で得た割目のデータから算出)が同程度であることから、簡単に求められる原位置

試験の対数平均値を採用した。なお、これらの透水係数を用いて敷地の調査坑道の空洞からの湧水量を 3

次元地下水浸透流解析で計算し、実測値とほぼ一致していることを確認している。 

*2:想定した周辺岩盤は N 値 50 以上の鷹架層とした(透水係数：5.0×10-8～1.1×10-7(m/s)) 
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第 23 表 線量の評価に用いる埋設設備から上部覆土及び埋設設備から鷹架層への流出水量 

廃棄物埋設地 設定 

埋設設備から上部覆

土への流出水量

(m3/y) 

埋設設備から鷹架層

への流出水量 

(m3/y) 

3 号廃棄物埋設地 
確からしい設定  10 1,100 

厳しい設定 990 2,800 
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(二) 収着性(詳細は補足説明資料 8「5. 影響事象による各バリア材料への放射

性物質の収着影響」参照) 

埋設設備及び廃棄体に含まれる有機物の分解生成物が、放射性物質と錯体を形

成することで収着性が低下する 

収着性に対する影響のうち、確からしい設定及び厳しい設定で異なるものは、

有機物影響ではセルロースの分解率とし、分解生成物である ISA の濃度に応じて

収着性を設定する。 

また、微生物影響については、確からしい設定及び厳しい設定ともに有機炭素

が微生物活動によって無機化することを考慮し、炭素(C-14)は無機形態として岩

盤(鷹架層)の収着性を設定する。 

各部材の収着性は、後述の「(ⅳ) 線量評価パラメータ」において分配係数と

して扱う。分配係数は、上述の影響事象の状態変化の評価及び状態設定を踏まえ、

想定される廃棄物埋設地の環境条件で取得した試験データ又は文献値により設

定する。具体的には、実際に廃棄物埋設地を構成する埋設設備及び覆土の各バリ

ア材料並びに廃棄物埋設地周辺から採取した岩盤(鷹架層)を使用し、想定される

環境条件(温度、pH、地下水組成)及び放射性物質の化学形態を考慮した試験系で

実測された分配係数を適用することを基本とする。 
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(ⅱ) 線量評価シナリオ 

線量評価シナリオは、確からしい自然事象シナリオ、厳しい自然事象シナリオ及び人

為事象シナリオの 3 区分に分類して評価を行う。 

各線量評価シナリオにおける放射性物質の移行挙動及び生活環境は、「(ⅰ) 状態設

定」に基づき設定する。 

a. 確からしい自然事象シナリオ 

覆土完了後に地下水が再冠水することによって埋設設備の間隙は地下水によって

満たされていくこととなる。地下水を介して放射性物質が移行することを評価する場

合は、この過渡的な現象は比較的速やかに進行するものとし、線量評価上は覆土完了

直後に地下水で飽和するものとして設定する。廃棄体は、放射性物質によって汚染さ

れた廃棄物を容器に固型化したものであるため、放射性物質が容易に漏出することは

ない。また、覆土完了後において長期的に腐食速度が小さい環境となる可能性が高い

ため、鋼製である容器は腐食し難い状況にあるが、長期的な評価を行う上では、容器

による移行抑制機能は考慮しないものとする。 

廃棄体内への地下水の浸入に伴い放射性物質が埋設設備内の間隙水中に漏出し、廃

棄体から漏えいした放射性物質は、速やかに埋設設備内に均一に分布し、埋設設備内

の廃棄体の固型化材、充塡材、埋設設備等の収着性に応じて間隙水中に溶解するもの

とする。 

埋設設備内の間隙水に漏えいした放射性物質は、覆土と鷹架層へそれぞれ移行する。

漏えいした放射性物質は覆土又は鷹架層とそれぞれの間隙水中を移行し、沢及び尾駮

沼又は尾駮沼が淡水化した河川に流入する(「(ⅰ) 状態設定 a. 地質環境に係る長

期変動事象」参照)。地下水の流入した水域で得られる水産物、水を利用して生産さ

れた農産物及び水を利用して飼育された畜産物には、それぞれ水産物への濃縮係数、

農産物への移行係数、飼育水の摂取量及び畜産物への移行係数に応じて放射性物質が

移行する。よって、沢水及び沼水又は河川水を利用することによって公衆の被ばくが

生じるものとする。 

なお、仮に廃棄物埋設地から北側(老部川)へ流出した場合と南側(尾駮沼)へ流出し

た場合では、老部川までの放射性核種の移行距離が尾駮沼への移行距離よりも長いこ

と及び老部川の交換水量が事業所敷地中央部の沢を含む評価対象地点の交換水量よ

りも多いことにより、北側(老部川)へ流出した場合の方が線量は低くなる。したがっ
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て、地下水の流動方向が変化したとしても影響はない。 

また、廃棄物埋設地の近傍土壌及び周辺岩盤への放射性物質の移行は基本的に地下

水を介して生じる。漏えいした放射性物質は覆土又は鷹架層とそれぞれの間隙水中を

移行するため、分配係数に応じて放射性物質が収着し、土壌や鷹架層中に放射性物質

が残存するものとし、廃棄物埋設地における土地の利用によって公衆の被ばくが生じ

るものとする。 

以上の放射性物質の移行挙動を踏まえ、「(ⅰ) 状態設定」で設定した確からしい設

定のもとで、沢水の利用、沼水又は河川水の利用及び廃棄物埋設地の利用を対象とし

て、明らかに線量が小さいもの及び他の被ばく経路で代表されるものを除外した以下

の被ばく経路を設定し、評価対象個人の線量を評価する。 

(a) 沢水の飲用による内部被ばく 

(b) 尾駮沼又は河川水中の水産物の摂取による内部被ばく 

(c) 沢水を利用して生産される灌漑農産物の摂取による内部被ばく 

(d) 沢水を利用して生産される畜産物の摂取による内部被ばく 

(e) 沢水を利用する灌漑作業による外部被ばく及び内部被ばく 

(f) 廃棄物埋設地における屋外労働作業による外部被ばく及び内部被ばく 

(g) 廃棄物埋設地における居住による外部被ばく及び内部被ばく 

(h) 廃棄物埋設地を利用して生産される農耕農産物の摂取による内部被ばく 

b. 厳しい自然事象シナリオ 

廃棄物埋設地から生活環境までの放射性物質の移行過程は、確からしい自然事象シ

ナリオと同じとする。ただし、確からしい自然事象シナリオにおいて想定していた沢

水の飲用については、厳しい自然事象シナリオにおいては放射性物質の濃度の高い廃

棄物埋設地近傍の井戸水を飲用することを想定する。厳しい自然事象シナリオでは、

様々な不確かさと変動要因を考慮し、人工バリアや天然バリアの状態及び被ばくに至

る経路の組合せのうち最も厳しい条件で評価する。 

廃棄物埋設地から生活環境までの放射性物質の移行は、「(ⅰ) 状態設定」で設定し

た厳しい設定に基づく。 

対象とする被ばく経路は以下のとおりとし、評価対象個人の線量を評価する。 

(a) 井戸水の飲用による内部被ばく 

(b) 尾駮沼又は河川水中の水産物の摂取による内部被ばく 
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(c) 沢水を利用して生産される灌漑農産物の摂取による内部被ばく 

(d) 沢水を利用して生産される畜産物の摂取による内部被ばく 

(e) 沢水を利用する灌漑作業による外部被ばく及び内部被ばく 

(f) 廃棄物埋設地における屋外労働作業による外部被ばく及び内部被ばく 

(g) 廃棄物埋設地における居住による外部被ばく及び内部被ばく 

(h) 廃棄物埋設地を利用して生産される農耕農産物の摂取による内部被ばく 

c. 人為事象シナリオ 

人為事象シナリオは、廃棄物埋設地の掘削による放射性物質の廃棄物埋設地からの

漏出、天然バリア中の移行及び当該掘削後の土地利用を考慮したシナリオを対象とす

る。 

人為事象シナリオの線量の評価対象とする被ばく経路を以下のとおり設定する。 

(a) 廃棄物埋設地における地下数階を有する建物の建設作業による外部被ばく及び

内部被ばく 

(b) 廃棄物埋設地における地下数階を有する建物の建設作業によって発生する土壌

上での居住による外部被ばく及び内部被ばく 

(ⅲ) 線量評価モデル 

線量評価モデルは、廃棄物埋設地の状態や現象の特徴を適切に、かつ簡潔に表現でき、

線量が保守側になるよう考慮する。 

線量評価モデルの不確かさについては線量評価パラメータを保守的に設定すること

で考慮する。 

a. 自然事象シナリオにおける線量評価モデル 

線量評価モデルについて、まず評価の対象となる領域における放射性物質の移行に

関する評価モデルを示し、次に被ばく経路に対応した線量を算出するための生活環境

における被ばくに関する評価モデルを示す。 

(a) 核種の移行に関する評価モデル 

(一) 埋設設備及び難透水性覆土内の地下水中の移行 

廃棄体に含まれる放射性物質は、埋設設備内に浸入した地下水に漏出し、埋設

設備内の固相である固型化材、充塡モルタル及び埋設設備のセメント系材料と分

配平衡の状態にあるものとして評価する。埋設設備内の放射性物質は、材料の透

水性と拡散性に依存するため、放射能濃度の分布が均一とはならないが、放射性
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物質の漏出を評価する上では単純化して均一であるものとして評価する。 

埋設設備及び難透水性覆土内の地下水中の核種𝑖の濃度は(1)式～(3)式を用い

て計算する。なお、核種𝑖+1 は核種𝑖の親核種を示す。  
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𝜀 ⋅ 𝑅𝑓 𝑖 ⋅ 𝑉 ⋅
𝜕𝐶 𝑡, 𝑖

𝜕𝑡
𝑆 ⋅ 𝐷𝑒 ⋅

𝜕𝐶 𝑧, 𝑡, 𝑖
𝜕𝑧

  

𝑄 𝑡 𝑄 𝑡 ⋅ 𝐶 𝑡, 𝑖   

𝜆 𝑖 ⋅ 𝜀 ⋅ 𝑅𝑓 𝑖 ⋅ 𝑉 ⋅ 𝐶 𝑡, 𝑖   

𝜆 𝑖 ⋅ 𝜀 ⋅ 𝑅𝑓 𝑖 1 ⋅ 𝑉 ⋅ 𝐶 𝑡, 𝑖 1  …(1) 

(初期条件) 

𝐶 0, 𝑖
𝐴 𝑖

𝜀 ⋅ 𝑅𝑓 𝑖 ⋅ 𝑉
 

𝜀 ⋅ 𝑅𝑓 𝑖 𝑃 𝑗 ⋅ 𝜀 𝑗 ⋅ 𝑅𝑓 𝑖, 𝑗  …(2) 

𝜀 ⋅ 𝑅𝑓 𝑖 ⋅
𝜕𝐶 𝑧, 𝑡, 𝑖

𝜕𝑡
  

𝐷𝑒 ⋅
𝜕 𝐶 𝑧, 𝑡, 𝑖

𝜕𝑧
𝑈 𝑡

𝜕𝐶 𝑧, 𝑡, 𝑖
𝜕𝑧

  

𝜆 𝑖 ⋅ 𝜀 ⋅ 𝑅𝑓 𝑖 ⋅ 𝐶 𝑧, 𝑡, 𝑖   

𝜆 𝑖 ⋅ 𝜀 ⋅ 𝑅𝑓 𝑖 1 ⋅ 𝐶 𝑧, 𝑡, 𝑖 1  …(3) 

(初期条件) 𝐶 𝑧, 0, 𝑖 0 ； 0 𝑧 𝐿  

(境界条件) 𝐶 𝐿 , 𝑡, 𝑖 0 
 𝐶 0, 𝑡, 𝑖 𝐶 𝑡, 𝑖  

𝐶 𝑡, 𝑖  ： 埋設設備内の時刻𝑡における核種𝑖の間隙水中濃度(Bq/m3) 

𝑡 ： 覆土完了後の経過時間(y) 

𝐴 𝑖  ： 核種𝑖の総放射能量(Bq) 

𝑃 𝑗  ： 埋設設備内の媒体𝑗の体積分率(-) 

𝜀 𝑗  ： 埋設設備内の媒体𝑗の間隙率(-) 

𝑅𝑓 𝑖, 𝑗  ： 埋設設備内の媒体𝑗の核種𝑖の遅延係数(-)； 

),()(
)(

)(1
1 jiKdj

j

j



 




 

𝜌 𝑗  ： 埋設設備内の媒体𝑗の粒子密度(kg/m3) 

𝐾𝑑 𝑖, 𝑗  ： 埋設設備内の媒体𝑗の核種𝑖の分配係数(m3/kg) 

𝑉  ： 分配平衡となる埋設設備の体積(m3) 

S  ： 難透水性覆土の拡散寄与面積(m2) 

𝐷𝑒  ： 難透水性覆土の実効拡散係数(m2/y) 
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𝐶 𝑧, 𝑡, 𝑖  ： 難透水性覆土の位置𝑧、時刻𝑡における核種𝑖の間隙水中濃

度(Bq/m3) 

z ： 難透水性覆土における埋設設備からの距離(m) 

𝑄 𝑡  ： 埋設設備から上部覆土への流出水量(m3/y) 

𝑄 𝑡  ： 埋設設備から鷹架層への流出水量(m3/y) 

𝜆 𝑖  ： 核種𝑖の崩壊定数(1/y)； 𝑙𝑛2 𝑇 ⁄ 𝑖⁄  

𝑇 ⁄ 𝑖  ： 核種𝑖の半減期(y) 

𝜀  ： 難透水性覆土の間隙率(-) 

𝑅𝑓 𝑖  ： 難透水性覆土の核種𝑖の遅延係数(-)； 

1
1 𝜀
𝜀

⋅ 𝜌 ⋅ 𝐾𝑑 𝑖  

𝜌  ： 難透水性覆土の粒子密度(kg/m3) 

𝐾𝑑 𝑖  ： 難透水性覆土の核種𝑖の分配係数(m3/kg) 

𝐿  ： 難透水性覆土の厚さ(m) 

𝑈 𝑡  ： 難透水性覆土の地下水流速(m/y)； 𝑄 𝑡 /𝑆  

(二) 上部覆土内地下水中の移行 

上部覆土内地下水中の核種𝑖の濃度は、(4)式を用いて計算する。 

𝜀 ⋅ 𝑅𝑓 𝑖 ⋅
𝜕𝐶 𝑥, 𝑡, 𝑖

𝜕𝑡

𝐷𝑒
𝜕 𝐶 𝑥, 𝑡, 𝑖

𝜕𝑥
𝑈
𝜕𝐶 𝑥, 𝑡, 𝑖

𝜕𝑥
 

𝜆 𝑖 ⋅ 𝜀 ⋅ 𝑅𝑓 𝑖 ⋅ 𝐶 𝑥, 𝑡, 𝑖  

𝜆 𝑖 ⋅ 𝜀 ⋅ 𝑅𝑓 𝑖 1 ⋅ 𝐶 𝑥, 𝑡, 𝑖 1 𝑓 𝑡, 𝑖  …(4) 

(初期条件) 𝐶 𝑥, 0, 𝑖 0； ∞ 𝑥 ∞ 

(境界条件) 𝐶 ∞, 𝑡, 𝑖 0 

𝑈 ⋅ 𝐶 𝐿 , 𝑡, 𝑖 𝐷𝑒 ⋅
𝜕𝐶 𝑥, 𝑡, 𝑖

𝜕𝑥
 

𝐶 𝑥, 𝑡, 𝑖  ： 距離𝑥、時刻𝑡における上部覆土内地下水中の核種𝑖の濃度

(Bq/m3) 

𝑥 ： 核種が流入する上部覆土下流端からの距離(m) 

𝐿  ： 核種が流入する上部覆土の地下水流向方向長さ(m) 



 

70 

𝜀  ： 上部覆土の間隙率(-) 

𝑅𝑓 𝑖  ： 上部覆土の核種𝑖の遅延係数(-)； 

1
1 𝜀
𝜀

⋅ 𝜌 ⋅ 𝐾𝑑 𝑖  

𝜌  ： 上部覆土の粒子密度(kg/m3) 

𝐾𝑑 𝑖  ： 上部覆土の核種𝑖の分配係数(m3/kg) 

𝐷𝑒  ： 上部覆土の実効分散係数； 𝜀 ⋅ 𝐷 𝛼 ⋅ 𝑈 (m2/y) 

𝐷  ： 自由水中の拡散係数(m2/y) 

𝛼  ： 上部覆土の分散長(m) 

𝑈  ： 上部覆土の地下水流速(m/y) 

𝑓 𝑡, 𝑖  ： 核種𝑖の上部覆土への単位体積当たりの漏出量(Bq/(m3・

y))； 

𝑆 𝑡, 𝑖 /𝑉 𝑡 𝐿 𝑥 0
0 𝑥 𝐿 , 0 𝑥

 

𝑆 𝑡, 𝑖  ： 核種𝑖の漏出量(Bq/y)； 

𝑆 ⋅ 𝐷𝑒 ⋅
𝜕𝐶 𝑧, 𝑡, 𝑖

𝜕𝑧
 

𝑄 𝑡 ⋅ 𝐶 𝐿 , 𝑡, 𝑖  

𝑉 𝑡  ： 漏出核種が流入する上部覆土の体積(m3)； 

𝑄 𝑡 ⋅ 𝐿 /𝑈  

𝑄 𝑡  ： 上部覆土内地下水流量(m3/y) 
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(三) 鷹架層内地下水中の移行 

鷹架層内地下水中の核種𝑖の濃度は、(5)式を用いて計算する。 

𝜀 ⋅ 𝑅𝑓 𝑖 ⋅
𝜕𝐶 𝑥, 𝑡, 𝑖

𝜕𝑡
  

𝐷𝑒 ⋅
𝜕 𝐶 𝑥, 𝑡, 𝑖

𝜕𝑥
𝑈 ⋅

𝜕𝐶 𝑥, 𝑡, 𝑖
𝜕𝑥

  

𝜆 𝑖 ⋅ 𝜀 ⋅ 𝑅𝑓 𝑖 ⋅ 𝐶 𝑥, 𝑡, 𝑖   

𝜆 𝑖 ⋅ 𝜀 ⋅ 𝑅𝑓 𝑖 1 ⋅ 𝐶 𝑥, 𝑡, 𝑖 1

𝑓 𝑡, 𝑖  
…(5) 

(初期条件) 𝐶 𝑥, 0, 𝑖 0； ∞ 𝑥 ∞ 

(境界条件) 𝐶 ∞, 𝑡, 𝑖 0 

𝑈 ⋅ 𝐶 𝐿 , 𝑡, 𝑖 𝐷𝑒 ⋅
𝜕𝐶 𝑥, 𝑡, 𝑖

𝜕𝑥
 

𝐶 𝑥, 𝑡, 𝑖  ： 距離𝑥、時刻𝑡における鷹架層内地下水中の核種𝑖の濃度

(Bq/m3) 

𝑥 ： 核種が流入する鷹架層下流端からの距離(m) 

𝐿  ： 核種が流入する鷹架層の地下水流向方向長さ(m) 

𝜀  ： 鷹架層の間隙率(-) 

𝑅𝑓 𝑖  ： 鷹架層の核種𝑖の遅延係数(-)； 

1
1 𝜀
𝜀

⋅ 𝜌 ⋅ 𝐾𝑑 𝑖  

𝜌  ： 鷹架層の粒子密度(kg/m3) 

𝐾𝑑 𝑖  ： 鷹架層の核種𝑖の分配係数(m3/kg) 

𝐷𝑒  ： 鷹架層の実効分散係数； 𝜀 ⋅ 𝐷 𝛼 ⋅ 𝑈 (m2/y) 

𝛼  ： 鷹架層の分散長(m) 

𝑈  ： 鷹架層の地下水流速(m/y) 

𝑓 𝑡, 𝑖  ： 核種𝑖の鷹架層への単位体積当たりの漏出量(Bq/(m3・y))； 

𝑆 𝑡, 𝑖 /𝑉 𝑡 𝐿 𝑥 0
0 𝑥 𝐿 , 0 𝑥  

𝑆 𝑡, 𝑖  ： 核種𝑖の漏出量(Bq/y)； 𝑄 𝑡 ⋅ 𝐶 𝑡, 𝑖  
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𝑉 𝑡  ： 漏出核種が流入する鷹架層の体積(m3)； 

𝑄 𝑡 ⋅ 𝐿 /𝑈  

𝑄 𝑡  ： 鷹架層内地下水流量(m3/y) 

(四) 尾駮沼、河川水中又は沢水中の放射性物質の濃度 

尾駮沼、河川水中又は沢水中の核種𝑖の濃度は、(6)式を用いて計算する。 

𝐶 𝑡, 𝑖
𝐶 𝑋 , 𝑡, 𝑖 ⋅ 𝑄 𝑡 𝐶 𝑋 , 𝑡, 𝑖 ⋅ 𝑄 𝑡

𝑄 𝑡
 …(6) 

𝐶 𝑡, 𝑖  ： 尾駮沼、河川水中又は沢水中の核種𝑖の濃度(Bq/m3) 

𝑋  ： 核種が流入する上部覆土下流端から尾駮沼、河川又は沢

までの評価上の距離(m)  

𝑋  ： 核種が流入する鷹架層下流端から尾駮沼、河川又は沢ま

での評価上の距離(m) 

𝑄 𝑡  ： 核種が流入する上部覆土から尾駮沼、河川又は沢への地

下水流入量(m3/y)  

𝑄 𝑡  ： 核種が流入する鷹架層から尾駮沼、河川又は沢への地下

水流量(m3/y)  

𝑄 𝑡  ： 尾駮沼、河川又は沢の交換水量(m3/y) 

(五) 井戸水中の放射性物質の濃度 

廃棄物埋設地から漏出する放射性物質による廃棄物埋設地における井戸水中

の核種𝑖の濃度は、(1)式～(4)式及び(7)式を用いて計算する。 

𝐶 𝑡, 𝑖 𝐶 𝑋 , 𝑡, 𝑖  …(7) 

𝐶 𝑡, 𝑖  ： 井戸水中の核種𝑖の濃度(Bq/m3) 

𝐶 𝑋 , 𝑡, 𝑖  ： 距離𝑋 、時刻𝑡における覆土内地下水中の核種𝑖の濃度

(Bq/m3) 

𝑋  ： 核種が流入する上部覆土下流端から井戸までの評価上

の距離(m) 
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(六)沢水を利用する灌漑土壌中の放射性物質の濃度 

沢水を利用する灌漑土壌中の核種𝑖の濃度は、(8)式を用いて計算する。 

𝑑𝐶 𝑡, 𝑖
𝑑𝑡

𝐶 𝑡, 𝑖 ⋅ 𝐹 ⋅ 𝑄
𝑉 ⋅ 1 𝜀 ⋅ 𝜌

𝑄𝑝 ⋅ 𝐶 𝑡, 𝑖
𝑉 ⋅ 𝜀 1 𝜀 ⋅ 𝜌 ⋅ 𝐾𝑑 𝑖

 

𝜆 𝑖 ⋅ 𝐶 𝑡, 𝑖 𝜆 𝑖 ⋅ 𝐶 𝑡, 𝑖 1  …(8) 

𝐶 𝑡, 𝑖  ： 灌漑土壌中の核種𝑖の濃度(Bq/kg) 

𝐶 𝑡, 𝑖  ： 灌漑用水中の核種𝑖の濃度(Bq/m3)； 𝑓𝑢 ⋅ 𝐶 𝑡, 𝑖  

𝑓𝑢  ： 灌漑における放射性物質を含む沢水の利用率(-) 

𝐹  ： 灌漑土壌への放射性物質の残留割合(-) 

𝑄  ： 単位面積当たりの灌漑水量(m3/(m2・y)) 

𝑉  ： 灌漑土壌の有効体積(m3/m2) 

𝜀  ： 灌漑土壌の間隙率(-) 

𝜌  ： 灌漑土壌の粒子密度(kg/m3) 

𝑄𝑝  ： 灌漑土壌浸透水量(m3/(m2・y)) 

𝐾𝑑 𝑖  ： 灌漑土壌の核種𝑖の分配係数(m3/kg) 

(七) 廃棄物埋設地の土壌中の放射性物質の濃度 

上部覆土内地下水中に含まれる放射性物質が、廃棄物埋設地の土壌に残留した

ときの土壌中の核種𝑖の濃度は、(9)式を用いて計算する。 

𝐶 𝑡, 𝑖 𝐶 𝑋 , 𝑡, 𝑖 ⋅
𝜀

1 𝜀 ⋅ 𝜌
𝐾𝑑 𝑖 ⋅ 𝐺  …(9) 

𝐶 𝑡, 𝑖  ： 廃棄物埋設地の土壌中の核種𝑖の濃度(Bq/kg) 

𝑋  ： 核種が流入する上部覆土下流端から濃度算出地点まで

の評価上の距離(m) 

𝜀  ： 廃棄物埋設地の土壌の間隙率(-) 

𝜌  ： 廃棄物埋設地の土壌の粒子密度(kg/m3) 

𝐾𝑑 𝑖  ： 廃棄物埋設地の土壌の核種𝑖の分配係数(m3/kg) 

𝐺  ： 廃棄物埋設地の土壌の希釈係数(-) 
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(b) 生活環境における被ばくに関する評価モデル 

(一) 沢水又は井戸水の飲用による内部被ばく 

沢水又は井戸水の飲用により内部被ばくする場合の線量は、(10)式を用いて計

算する。 

𝐷 𝑝, 𝑡 𝐶 𝑡, 𝑖 ⋅ 𝑀 ⋅ 𝑓 𝑝 ⋅ 𝐷𝐶𝐹 𝑖  …(10) 

𝐷 𝑝, 𝑡  ： 公衆𝑝の沢水又は井戸水の飲用による線量(Sv/y)  

𝑀  ： 水の摂取量(m3/y) 

𝐶 𝑡, 𝑖  ： 飲用水中の核種𝑖の濃度(Bq/m3)； 

𝑓𝑢 𝑝 ⋅ 𝐶 𝑡, 𝑖  

𝑓𝑢 𝑝  ： 公衆𝑝の飲用における放射性物質を含む沢水又は井戸水の

利用率(-) 

𝑓 𝑝  ： 公衆𝑝の飲用水の市場希釈係数(-) 

𝐷𝐶𝐹 𝑖  ： 核種𝑖の経口摂取による線量換算係数(Sv/Bq) 

(二) 尾駮沼又は河川水中の水産物の摂取による内部被ばく 

尾駮沼又は河川水中の水産物の摂取により内部被ばくする場合の線量は、(11)

式を用いて計算する。 

𝐷 𝑝, 𝑡 𝐶 𝑡, 𝑖 ⋅ 𝐶𝐹 𝑖,𝑚 ⋅ 𝑀 𝑚 ⋅ 𝑓 𝑝,𝑚

⋅ 𝐷𝐶𝐹 𝑖  

…(11) 

𝐷 𝑝, 𝑡  ： 公衆𝑝の尾駮沼又は河川水中の水産物の摂取による線量

(Sv/y) 

𝐶𝐹 𝑖,𝑚  ： 水産物𝑚における核種𝑖の濃縮係数(m3/kg) 

𝑀 𝑚  ： 水産物𝑚の摂取量(kg/y) 

𝑓 𝑝,𝑚  ： 公衆𝑝の水産物𝑚の市場希釈係数(-) 
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(三) 沢水を利用して生産される灌漑農産物の摂取による内部被ばく 

沢水を利用して生産される灌漑農産物の摂取により内部被ばくする場合の線

量は、(12)式及び(13)式を用いて計算する。 

(ｱ) 灌漑農産物中の放射性物質の濃度 

𝐶 𝑡, 𝑖 𝐶 𝑡, 𝑖 ⋅ 𝐵 𝑖  …(12) 

𝐶 𝑡, 𝑖  ： 灌漑農産物中の核種𝑖の濃度(Bq/kg) 

𝐵 𝑖  ： 灌漑農産物への核種𝑖の移行係数 

((Bq/kg-wet 農産物)/(Bq/kg-dry 土壌)) 

(ｲ) 灌漑農産物摂取による線量 

𝐷 𝑝, 𝑡 𝐶 𝑡, 𝑖 ⋅ 𝑀 ⋅ 𝑓 𝑝 ⋅ 𝐷𝐶𝐹 𝑖  …(13) 

𝐷 𝑝, 𝑡  ： 公衆𝑝の沢水を利用して生産される灌漑農産物の摂取に

よる線量(Sv/y) 

𝑀  ： 灌漑農産物の摂取量(kg/y) 

𝑓 𝑝  ： 公衆𝑝の農産物の市場希釈係数(-) 

(四) 沢水を利用して生産される畜産物の摂取による内部被ばく 

沢水を利用して生産される畜産物の摂取により内部被ばくする場合の線量は、

(14)式及び(15)式を用いて計算する。 

(ｱ) 畜産物中の放射性物質の濃度 

𝐶 𝑛, 𝑡, 𝑖 𝐶 𝑡, 𝑖 ⋅ 𝑄 𝑛 ⋅ 𝐹𝑎 𝑛, 𝑖  …(14) 

𝐶 𝑛, 𝑡, 𝑖  ： 畜産物𝑛中の核種𝑖の濃度(Bq/kg) 

𝐶 𝑡, 𝑖  ： 家畜用水中の核種𝑖の濃度(Bq/m3)； 

𝑓𝑢 ⋅ 𝐶 𝑡, 𝑖  

𝑓𝑢  ： 畜産における放射性物質を含む沢水の利用率(-) 

𝑄 𝑛  ： 家畜𝑛の家畜用水摂取量(m3/d) 

𝐹𝑎 𝑛, 𝑖  ： 畜産物𝑛への核種𝑖の移行係数(d/kg) 
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(ｲ) 畜産物摂取による線量 

𝐷 𝑝, 𝑡  

𝐶 𝑛, 𝑡, 𝑖 ⋅ 𝑀 𝑛 ⋅ 𝑓 𝑝,𝑛 ⋅ 𝐷𝐶𝐹 𝑖  
…(15) 

𝐷 𝑝, 𝑡  ： 公衆𝑝の沢水を利用して生産される畜産物の摂取による

線量(Sv/y) 

𝑀 𝑛  ： 畜産物𝑛の摂取量(kg/y) 

𝑓 𝑝,𝑛  ： 公衆𝑝の畜産物𝑛の市場希釈係数(-) 

(五) 沢水を利用する灌漑作業による外部被ばく及び内部被ばく 

沢水を利用する灌漑作業による地表面からの外部被ばく及び地表面の放射性

物質を含むダストの吸入摂取による内部被ばくについては、沢水中の放射性物質

の濃度、土壌への残留割合から求めた土壌中の放射性物質の濃度に基づき、(16)

式及び(17)式を用いて計算する。 

(ｱ) 外部被ばく 

𝐷 _ 𝑝, 𝑡  

𝐶 𝑡, 𝑖 ⋅ 𝑆ℎ 𝑝, 𝑖 ⋅ 𝑇 𝑝 ⋅ 𝐷𝐶𝐹 𝑖  
…(16) 

𝐷 _ 𝑝, 𝑡  ： 公衆𝑝の沢水を利用する灌漑作業時における外部放

射線に係る線量(Sv/y) 

𝑆ℎ 𝑝, 𝑖  ： 公衆𝑝の屋外労働作業時の核種𝑖の遮蔽係数(-) 

𝑇 𝑝  ： 公衆𝑝の灌漑作業時間(h/y) 

𝐷𝐶𝐹 𝑖  ： 核種𝑖の外部放射線に係る線量換算係数 

((Sv/h)/(Bq/kg)) 
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(ｲ) 内部被ばく 

𝐷 _ 𝑝, 𝑡  

𝐶 𝑡, 𝑖 ⋅ 𝑓𝑑 ⋅ 𝐼 ⋅ 𝑇 𝑝 ⋅ 𝐷𝐶𝐹 𝑖  
…(17) 

𝐷 _ 𝑝, 𝑡  ： 公衆𝑝の沢水を利用する灌漑作業時における吸入摂

取による線量(Sv/y) 

𝑓𝑑  ： 灌漑作業時の空気中ダスト濃度(kg/m3) 

𝐼  ： 屋外労働作業時の呼吸率(m3/h) 

𝐷𝐶𝐹 𝑖  ： 核種𝑖の吸入摂取による線量換算係数 

(Sv/Bq) 

(六) 廃棄物埋設地における屋外労働作業による外部被ばく及び内部被ばく 

廃棄物埋設地における屋外労働作業により外部被ばく及び内部被ばくする場

合の線量は、土壌中の放射性物質の濃度に基づき、(18)式及び(19)式を用いて計

算する。 

(ｱ) 屋外労働作業による外部被ばく 

𝐷 _ 𝑝, 𝑡  

𝐶 𝑡, 𝑖 ⋅ 𝑆ℎ 𝑝, 𝑖 ⋅ 𝑇 𝑝 ⋅ 𝐷𝐶𝐹 𝑖  
…(18) 

𝐷 _ 𝑝, 𝑡  ： 公衆𝑝の屋外労働作業時の外部放射線に係る線量

(Sv/y) 

𝐶 𝑡, 𝑖  ： 土壌中の核種𝑖の濃度(Bq/kg) 

𝑇 𝑝  ： 公衆𝑝の屋外労働作業時間(h/y) 

(ｲ) 屋外労働作業による内部被ばく 

𝐷 _ 𝑝, 𝑡  

𝐶 𝑡, 𝑖 ⋅ 𝑓𝑑 ⋅ 𝐼 ⋅ 𝑇 𝑝 ⋅ 𝐷𝐶𝐹 𝑖  
…(19) 

𝐷 _ 𝑝, 𝑡  ： 公衆𝑝の屋外労働作業時の吸入摂取による線量

(Sv/y) 

𝑓𝑑  ： 屋外労働作業時の空気中ダスト濃度(kg/m3) 
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(七) 廃棄物埋設地における居住による外部被ばく及び内部被ばく 

廃棄物埋設地での居住により屋外において外部被ばく及び内部被ばくする場

合の線量並びに居住により屋内において内部被ばくする場合の線量は、それぞれ

の土壌中の放射性物質の濃度に基づき、(20)式～(22)式を用いて計算する。 

(ｱ) 居住時の屋外における被ばく 

① 外部被ばく 

𝐷 _ 𝑝, 𝑡  

𝐶 𝑡, 𝑖 ⋅ 𝑆ℎ 𝑖 ⋅ 𝑇 𝑝 ⋅ 𝐷𝐶𝐹 𝑖  
…(20) 

𝐷 _ 𝑝, 𝑡  ： 公衆𝑝の居住時の屋外活動による外部放射線に係

る線量(Sv/y) 

𝑆ℎ 𝑖  ： 居住者の屋外における核種𝑖の遮蔽係数(-) 

𝑇 𝑝  ： 公衆𝑝の居住時の屋外における滞在時間(h/y) 

② 内部被ばく 

𝐷 _ 𝑝, 𝑡  

𝐶 𝑡, 𝑖 ⋅ 𝑓𝑑 ⋅ 𝐼 ⋅ 𝑇 𝑝 ⋅ 𝐷𝐶𝐹 𝑖  
…(21) 

𝐷 _ 𝑝, 𝑡  ： 公衆𝑝の居住時の屋外活動による吸入摂取による

線量(Sv/y) 

𝑓𝑑  ： 屋外における空気中ダスト濃度(kg/m3) 

𝐼  ： 居住時の呼吸率(m3/h) 

(ｲ) 居住時の屋内における内部被ばく 

𝐷 _ 𝑝, 𝑡  

𝐶 𝑡, 𝑖 ⋅ 𝑓𝑑 ⋅ 𝐼 ⋅ 𝑇 𝑝 ⋅ 𝐷𝐶𝐹 𝑖  
…(22) 

𝐷 _ 𝑝, 𝑡  ： 公衆𝑝の屋内における吸入摂取による線量(Sv/y) 

𝑓𝑑  ： 屋内における空気中ダスト濃度(kg/m3) 

𝑇 𝑝  ： 公衆𝑝の居住時の屋内における滞在時間(h/y) 
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(八) 廃棄物埋設地を利用して生産される農耕農産物の摂取による被ばく 

廃棄物埋設地を利用して生産される農耕農産物を摂取することにより内部被

ばくする場合の線量は、(23)式及び(24)式を用いて計算する。 

𝐶 𝑡, 𝑖 𝐶 𝑡, 𝑖 ⋅ 𝐵 𝑖  …(23) 

𝐷 𝑝, 𝑡 𝐶 𝑡, 𝑖 ⋅ 𝑀 ⋅ 𝑓 𝑝 ⋅ 𝐷𝐶𝐹 𝑖  …(24) 

𝐶 𝑡, 𝑖  ： 生産される農耕農産物中の核種𝑖の濃度(Bq/kg) 

𝐵 𝑖  ： 農耕農産物への核種𝑖の移行係数 

((Bq/kg-wet 農産物)/(Bq/kg-dry 土壌)) 

𝐷 𝑝, 𝑡  ： 公衆𝑝の生産される農耕農産物の摂取による線量(Sv/y) 

𝑀  ： 農耕農産物の摂取量(kg/y) 

b. 人為事象シナリオにおける評価モデル 

本シナリオにおける評価モデルについて、まず評価の対象となる領域における核種

の移行に関する評価モデルを示し、次に被ばく経路に対応した線量を算出するための

生活環境における被ばくに関する評価モデルを示す。 

(a) 核種の移行に関する評価モデル 

(一) 建設作業における土壌中の放射性物質濃度 

地下数階を有する建物の建設作業において、放射線源となる掘削される埋設設

備を含む土壌中の核種𝑖の濃度は(25)式を用いて計算する。 

𝐶 𝑡, 𝑖
𝐴 𝑖

𝑉 ⋅ 1 𝜀 ⋅ 𝜌
⋅ 𝐺 ⋅ 𝑒𝑥𝑝 𝜆 𝑖 ⋅ 𝑡  …(25) 

𝐶 𝑡, 𝑖  ： 土壌中の核種𝑖の濃度(Bq/kg) 

𝑉  ： 廃棄体の総体積(m3) 

𝜀  ： 土壌の間隙率(-) 

𝜌  ： 土壌の粒子密度(kg/m3) 

𝐺  ： 土壌の希釈係数(-) 
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(b) 生活環境における被ばくに関する評価モデル 

(一) 廃棄物埋設地における地下数階を有する建物の建設作業による外部被ばく

及び内部被ばく 

廃棄物埋設地における地下数階を有する建物の建設作業により外部被ばく及

び内部被ばくする場合の線量は、それぞれ(18)式及び(19)式を用いて計算する。

ただし、土壌中の核種𝑖の濃度𝐶 𝑡, 𝑖 を ),( itCd に置き換える。 

(二) 廃棄物埋設地における地下数階を有する建物の建設作業によって発生する

土壌上での居住による被ばく 

廃棄物埋設地における地下数階を有する建物の建設作業によって発生する土

壌上での居住により外部被ばく及び内部被ばくする線量は、それぞれ(20)式及

び(21)式を用いて計算する。ただし、土壌中の核種𝑖の濃度𝐶 𝑡, 𝑖 を ),( itCd に

置き換える。 

(ⅳ) 線量評価パラメータ 

放射性物質の生活環境への移行挙動に関しては、確からしい自然事象シナリオでは、

「(ⅰ) 状態設定 a. 地質環境に係る長期変動事象」及び「(ⅰ) 状態設定 c. 廃棄物埋

設地の状態設定」で設定した確からしい設定、不確かさを考慮する厳しい自然事象シナ

リオでは厳しい設定に基づいて線量評価パラメータを設定する。また、生活環境におけ

る公衆の被ばくに関しては、「(ⅰ) 状態設定 b. 生活環境の状態設定」に基づいて線

量評価パラメータを設定する。 

確からしい自然事象シナリオと厳しい自然事象シナリオとで異なる設定とする線量

評価パラメータは、「埋設設備から上部覆土への流出水量」、「埋設設備から鷹架層へ

の流出水量」、「各核種の分配係数」、「尾駮沼又は河川の交換水量」及び「廃棄物埋

設地の土壌の希釈係数」とする。 

また、これら以外の各線量評価パラメータにも、様々な不確かさがあると考えられる

が、最も可能性が高いと考えられるパラメータの設定が困難なもの、不確かさを踏まえ

ても線量影響が小さいと考えられるものは、各線量評価シナリオで共通の値とし、適切

な保守性を考慮した設定とする。 

各パラメータの詳細は補足説明資料 9 を参照。 

(ⅴ) 線量評価結果 

以下に示すとおり、廃棄物埋設地は廃止措置の開始後(覆土完了から 300 年後)におけ
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る埋設した廃棄体に起因して発生すると想定される放射性物質の環境への影響が基準

を満たす設計となっており、覆土完了後 300 年で、廃棄物埋設地の保全に関する措置を

必要としない状態に移行できる見通しである。 

線量評価結果の経年変化グラフは補足説明資料 10 を参照。 

a. 確からしい自然事象シナリオ 

廃止措置の開始後の評価における確からしい自然事象シナリオの線量の計算結果

を第 24 表に示す。評価対象個人の最大線量は約 8.0×10-1μSv/y(3 号廃棄物埋設地)

である。 

また、事業所内の各廃棄物埋設地の重畳を考慮しても最大線量は約 4.2×100μSv/y

であり、「許可基準規則解釈」に示されている線量の 10μSv/y を超えない。 

b. 厳しい自然事象シナリオ 

廃止措置の開始後の評価における厳しい自然事象シナリオの線量の計算結果を第

25 表に示す。評価対象個人の最大線量は約 2.5×101μSv/y(3 号廃棄物埋設地)であ

る。 

また、事業所内の各廃棄物埋設地の重畳を考慮しても最大線量は約 3.0×101μSv/y

であり、「許可基準規則解釈」に示されている線量の 300μSv/y を超えない。 

c. 人為事象シナリオ 

廃止措置の開始後の評価における人為事象シナリオの線量の計算結果を第 26 表に

示す。廃棄物埋設地における地下数階を有する建物の建設作業による被ばくの線量

は約 2.5×10-3mSv/y(3 号廃棄物埋設地)、廃棄物埋設地における地下数階を有する建

物の建設作業によって発生する土壌上での居住による被ばくの線量は約 1.9×10-

3mSv/y(3 号廃棄物埋設地)であり、「許可基準規則解釈」に示されている線量の

1mSv/y を超えない。 

d. その他 

バリア機能の一部が喪失した場合を仮定した評価における線量は、確からしい自

然事象シナリオと比較して、最も厳しい結果となる人工バリアの収着性が喪失した

場合でも線量上昇は 20 倍程度である。各バリア材の機能喪失を仮定した 3 号廃棄物

埋設地の線量評価結果を第 27 表に示す。線量は線量拘束値である 300μSv/y に比べ

十分に小さく、各バリアが有する機能については、その機能を構成する特性の一つ

に過度に依存していない。  
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第 24 表 廃止措置の開始後における評価の結果 

(確からしい自然事象シナリオ) 

評価対象者 

線量(μSv/y) 

3 号廃棄物 

埋設地 

各廃棄物埋設地の寄与

を考慮した線量*1,2 

(a) 漁業従事者 約 8.0×10-1 

約 4.2×100 

(b) 農業従事者(米) 約 2.6×10-1 

(c) 農業従事者(米以外) 約 1.6×10-1 

(d) 畜産業従事者 約 2.0×10-1 

(e) 建設業従事者 約 1.4×10-1 

(f) 居住者 約 1.4×10-1 

*1：廃棄物埋設地の利用による被ばくは重畳しないため、各廃棄物埋設地の寄与を考慮した最大線量は、覆

土完了後の最も線量の大きい廃棄物埋設地の利用による線量に、全廃棄物埋設地の重畳の可能性のある

水利用による被ばく経路の線量を足し合わせている。 

*2：評価対象個人のうち、被ばく線量が最大となる漁業従事者の線量を記載している。 

 

第 25 表 廃止措置の開始後における評価の結果 

(厳しい自然事象シナリオ) 

評価対象者 

線量(μSv/y) 

3 号廃棄物 

埋設地 

各廃棄物埋設地の寄与

を考慮した線量*1,2 

(a) 漁業従事者 約 2.5×101 

約 3.0×101 

(b) 農業従事者(米) 約 2.4×101 

(c) 農業従事者(米以外) 約 2.4×101 

(d) 畜産業従事者 約 2.4×101 

(e) 建設業従事者 約 2.4×101 

(f) 居住者 約 2.4×101 

*1：廃棄物埋設地の利用による被ばくは重畳しないため、各廃棄物埋設地の寄与を考慮した最大線量は、覆

土完了後の最も線量の大きい廃棄物埋設地の利用による線量に、全廃棄物埋設地の重畳の可能性のある

水利用による被ばく経路の線量を足し合わせている。 

*2：評価対象個人のうち、被ばく線量が最大となる漁業従事者の線量を記載している。 
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第 26 表 廃止措置の開始後における評価の結果 

(人為事象シナリオ) 

評価対象者 

(被ばく経路) 

線量(mSv/y) 

3 号廃棄物 

埋設地 

(a) 廃棄物埋設地における地下数階を有する建物の建設作業による

外部被ばく及び内部被ばく 
約 2.5×10-3 

(b) 廃棄物埋設地における地下数階を有する建物の建設作業によっ

て発生する土壌上での居住による外部被ばく及び内部被ばく 
約 1.9×10-3 
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第 27 表 各バリア材の機能喪失を仮定した 3 号廃棄物埋設地の線量評価結果 

考慮した 

状態設定 

状態設定に基づく 

線量評価パラメータ設定値 
設定の考え方 

線量(μSv/y) 

(漁業従事者*1) 

人工バリアの

収着性を喪失

したケース 

分

配

係

数 

廃棄体(m
3
/kg) 全核種 0 人工バリアの収着性を

無視したケースとし

て、覆土完了時点から

分配平衡領域の分配係

数を全核種 0 (m
3
/kg)と

設定する。 

約 1.7×101 

支配核種：C-14 

 充塡モルタル(m
3
/kg) 全核種 0 

コンクリート(m
3
/kg) 全核種 0 

天然バリアの

収着性を喪失

したケース 

分

配

係

数 
岩盤(鷹架層)(m

3
/kg) 全核種 0 

天然バリアの化学的遅

延機能を無視したケー

スとして、覆土完了時

点から鷹架層の分配係

数を全核種 0(m
3
/kg)と

設定する。 

約 7.0×100 

支配核種：Am-

241*2 

 

人工バリアの

低透水性を喪

失したケース
*3*4 

埋設設備から 

覆土への 

流出水量(m
3
/y) 

5,200 

人工バリアの低透水性

を無視したケースとし

て、覆土完了時点から

各バリアの透水係数を

厳しい自然事象シナリ

オの設定(1.5×10-8 

(m/s))よりも更に厳し

い設定(1.0×10-7 

(m/s))とする。*3 

約 6.4×100  

支配核種：C-14 

 

埋設設備から 

鷹架層への 

流出水量(m
3
/y) 

6,200 

確からしい自

然事象シナリ

オ 

- - 

約 8.0×10-1 

支配核種：C-14 

厳しい自然事

象シナリオ 
- - 

約 2.5×101  

支配核種：Pu-239 

*1：被ばく経路に関しては許可基準規則第十条第四号に記載した厳しい自然事象シナリオにおける全ての被

ばく経路を対象とした。本資料に記載した漁業従事者は、前述した被ばく経路の重ね合わせのうち、被

ばく線量が最も高くなる評価対象個人である。 

*2：確からしい自然事象シナリオの支配核種である C-14 は天然バリアの収着性(分配係数)が小さいことか

ら、支配核種は天然バリアの収着性(分配係数)の大きい Am-241 に変わっている。  

*3：人工バリアの低透水性の喪失したケースとして、難透水性覆土及び下部覆土の膨潤性が損なわれ、細粒

分が残留する状態を想定し、透水係数を 1.0×10-7(m/s)と設定する。 

*4：本ケースの埋設設備から覆土への流出水量及び埋設設備から鷹架層への流出水量は、設定した透水係数

を基に 2 次元地下水浸透流解析(第十条 廃棄物埋設地のうち第四号 (廃止措置の開始後の評価) 補足

説明資料 7「線量評価パラメータ-埋設設備からの流出水量-」を参照)により算出を行った。確からしい

自然事象シナリオの設定値はそれぞれ 10(m3/y)、1,100(m3/y)、厳しい自然事象シナリオの設定値はそれ

ぞれ 990(m3/y)、2,800(m3/y)である。 
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